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基
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ω
養
廉
銀
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給
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川

w
署
理
能
債
療
と
未
使
用
養
廉

六
養
腹
銀
の
使
途

ω
日
用
薪
水
費

ω
幕
友
の
束
傭

ω
公
務
の
費

七
む
す
び

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
養
廉
銀
の
財
源
と
し
て
諸
種
の
高
齢
や
規
謹
銀
、
官
荘
租
、
俸
工
銀
等
が
あ
っ
た
が
、 伯

富
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そ
の
主
笹
を
な
す
も
の
は
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耗
羨
銀
で
あ
っ
た
。
ま
た
扇
能
や
規
櫨
銀
は
な
る
ほ
ど
重
要
な
財
源
で
は
る
っ
た
が
、
そ
の
纏
額
の
大
略
を
推
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
こ
の
勲
、
耗
羨
銀
は
あ
ら
ま
し
、
そ
の
線
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
耗
羨
の
率
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
安
部
博
士
が
表
を
作
成
さ

@

@

 

れ
て
い
る
。
ま
た
私
も
耗
羨
の
率
の
遁
減
に
つ
い
て
は
さ
き
に
述
べ
た
。
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
て
、
耗
羨
率
の
饗
化
を
表
示
す
れ
ば
、
衣
の
よ

う
で
あ
る
。
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10 

一
示
す
れ
ば
次
頁
の
如
く
で
あ
る
。

耗
羨
率
は
耗
羨
の
布
政
司
庫
提
解
が
始
ま
っ
て
以
来
、
率
が

軽
減
さ
れ
た
。

い
ま
表
中
に
見
え
る
軽
減
後
の
耗
羨
率
を
卒
均

し
て
見
る
と
、
大
鑑
、
加
一
三
、
つ
ま
り
十
三
%
が
卒
均
値
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
稿
第
三
章
、
第
一
節
b

「
耗
羨
率
の
切

下
げ
」
の
項
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
耗
羨
率
加
一
の
場
合
に
は
、
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耗
羨
に
諸
種
の
附
加
税
的
な
も
の
が
加
え
ら
れ
る
の
で
、
寅
際

に
は
人
民
の
負
揺
は
加
一
四
五
に
も
な
る
の
が
普
通
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
耗
羨
率
十
三
%
は
、
賓
際
に
は
二
十
%
近
く
に
ふ

く
れ
あ
が
り
、
人
民
の
負
猪
は
、
さ
ら
に
増
大
し
た
こ
と
は
間

』

-a
ロ、
h
k

、。

、一l
v
チ
ん
し

と
こ
ろ
で
、
地
丁
徴
銀
数
に
つ
い
て
は
、
世
宗
寅
録
の
毎
年

の
歳
末
の
と
こ
ろ
に
、
全
園
の
統
計
数
が
示
さ
れ
て
い
る
。
表



敷

年 次 |地了開(単位雨〉|典 主量

l務正元年 30，223，943 世宗寅録容14

2年 30，446，692 // 27 

3年 30，071，574 1/ 39 ' 

4年 29，546，418 1/ 51 

5年 29，815，021 1/ 64 

6年 29，499，916 1/ 76 

7年 29，935，657 。 89 

8年 f9，786，806 1/ 101 

9年 29，797，501 1/ 113 

10年 30，089，004 1/ 126 

11年 29，872，332 1/ 138 

12年 29，901，631 1/ 150 

銀徴了地第二表
権
問
正
時
代
、
地
丁
徴
銀
数
は
大
佳
、
毎
年
三
千
寓
南
で
あ

る
か
ら
、
耗
羨
率
二
十
%
と
す
る
と
、
約
六
百
官
阿
南
近
い
耗

羨
が
徴
放
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
全
額
徴
牧
と
い

う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、

数

省分|年 次|耗 羨 数 | 典 主量

直隷 務正7年 300，000爾 楊雪量正飽珠39批.8議3b旨

山西 4年 371，000商 蒋澗20.73b

河南 6年 363，730雨 回文鏡31.59b 

山東 8年 490，000雨 安部耗羨提解228頁

侠 西 3年 // 1/ 

甘 粛 3年
事 時1Z6781a:備0o0田0)扇商 石文始11.97a 

四 川 8年 〈〉 安部同上

雲貴 6年 167， 154雨 号E爾泰26.71a 

湖 底 4年 110，000爾 李成龍13.6b

贋東 6年 (150，000)雨 安部向上

贋 西 6年 ((35，000))雨 1/ 1/(筆者推量〉

福建 7年 147，000爾 劉世明14.14b 

新江 5年 140，000爾 李術41.17b 

安徽 7年 198，273雨 貌廷珍37.77a 

江 蘇 5年 415，304雨 陳時夏5.99b

江 西 5年 145，923爾 李蘭18.30a 

奉 天 7年 3，495爾 王朝恩36.45a 

計 79爾 *糧~僚石はこの頃部2険1甘5頁で〉3，557，979fi!il I "~~7銭(安
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羨耗省各第三表

い
ま
俵
に
そ
の
七
十
%
が
徴
牧
さ
れ
た
と
す
る
と
、

お
よ
び
推
定
敷
を
表
示
す
れ
ば
第
三
表
の
逼
り
で
あ
る
。

各
省
の
耗
羨
率
切
下
げ
後
に
お
け
る
耗
羨
敷
の
分
る
も
の
、

四
百
二
十
寓
雨
が
寅
徴
額
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お

右
表
の
耗
羨
敷
の
統
計
は
各
省
の
徴
牧
の
年
代
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
且
つ
ま
た
推
定
数
も
相
首
あ
る
の
で
、
そ
の
総
計
を
出
し
て
も
、
統

計
敷
と
し
て
の
債
値
は
う
す
ら
ぐ
が
、
し
か
し
、
同
年
の
各
省
の
耗
羨
統
計
教
を
得
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
位
で
辛
抱
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
の
統
計
に
よ
っ
て
、
各
省
の
耗
羨
数
の
概
略
を
知
る
に
は
大
し
て
差
支
え
は
な
い
。
耗
羨
は
地
丁
銀
を
基
準
に
徴
牧

353 
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額徴地丁銀数と耗羨銀額数

省分|年次(擁正)1 額徴地丁銀数 |耗羨銀額数 | (典潅正珠批稔擦旨〉

直 毅 2. 8. 6 2，196，320爾 230，271爾 李維鈎5.36b
山西 4.10. 4 2，865，977雨 賓牧467，7ω爾 伊都立2.75a

河南 7. 6.15 賞徴 3， 145， 105爾 国文鏡32.39a 

山東 康照末 3，000，000雨 60，000爾 修吉岡8.38b

快西 3 1，360，000爾 安部耗羨提解213頁

甘粛 3.10. 1 260，000爾 40，000雨 石文煉11.97a 
ホ 49~高石 xo. 7=34， 3高雨

四川 4. 5.11 343， 144雨 20，876爾 悌喜21.74a 

雲貴 (1，114，360雨〉 167， 154雨 号日爾泰26.71a， 第一表

湖庚 4. 1. 17 1，100，000爾 110，000雨 李成飽13.6b

度東 4. 4. 14 1，000，000爾 楊文乾4.69b

福建 7. 1.25 1，050，000爾 147，000雨 劉世明14.14 b 

新江 6. 6. 2 2，000，000爾 (5.12.3) 高李街紙50.68b， 
140，000雨 41. 17 b 

安徽 7臥1.10 寅徴 1，982，739雨 198，273爾 鶏廷珍37.77a 

江蘇 5.11. 6 3，561，858雨 415，304雨 陳時夏5，99b

江西 5 (1， 459，230爾〉 145，923雨 李蘭18.30a 

奉天 7. 6. 4 34，592雨 3，459雨 王朝恩36.45a 

第四表

さ
れ
、
地
丁
銀
額
は
そ
う
大
し
て
大
き
な
饗
動
は
な
い
か

ら
、
特
別
な
災
害
や
事
饗
の
な
い
限
り
、
耗
羨
徴
牧
額
に
も

大
き
な
饗
化
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
各
省
の
耗
羨

数
の
線
計
は
約
三
百
五
十
六
高
雨
で
あ
る
。
さ
き
に
全
園
の

地
丁
徴
銀
敏
か
ら
割
り
出
し
た
耗
羨
数
四
百
二
十
寓
南
と
の

聞
に
、
約
六
十
四
高
南
の
ひ
ら
き
が
あ
る
が
、
大
瞳
、
三
百

六
十
高
乃
至
四
百
二
十
寓
雨
と
い
う
数
字
が
嘗
ら
ず
と
い
え

*この頃甘粛における毎石糧債は7銭

ど
も
、
遠
か
ら
ざ
る
耗
羨
数
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

(2) 

養
廉
銀
の
耗
羨
中
に
占
め
る
割
合

- 58ー

耗
羨
銀
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
地
丁
銭
糧
を
基
準
に

徴
牧
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
銭
糧
の
多
い
省
分
が

一
般
的
に
ir

っ
て
多
い
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
地
丁
銭
糧
の
多
い
省

分
で
は
そ
の
徴
牧
率
を
低
く
し
て
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
地

丁
銭
糧
の
多
い
省
分
の
耗
羨
が
多
い
と
も
い
え
ぬ
場
合
も
あ

る
。
し
か
し
、
概
し
て
江
蘇
・
安
徽
・
河
南
・
山
東
・
山
西

省
の
如
く
、
地
丁
銀
雨
の
多
い
省
分
で
は
、
耗
羨
銀
の
徴
牧

額
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
参
考
の
た
め
各
省
額
徴
地
丁
銀
敷



と
耗
羨
銀
教
と
の
関
係
を
示
す
統
計
を
示
せ
ば
第
四
表
の
通
り
で
あ
る
。

@
 

と
こ
ろ
で
地
方
経
費
、
こ
れ
を
公
項
と
稽
す
る
な
ら
ば
、
公
項
中
に
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
諸
種
の
一
鼠
品
開
や
規
謹
銀
が
あ
る
が
、
耗

羨
銀
は
公
項
中
の
主
な
る
部
分
を
占
め
て
い
る
。
従
っ
て
養
廉
銀
の
主
た
る
財
源
も
耗
羨
銀
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
養
廉
銀
は
耗
羨

中
い
か
な
る
割
合
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
養
廉
銀
と
地
方
衛
門
の
事
務
費
と
の
割
合
は
如
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

議
旨

(
5
m
m
b
〉
薙
正
五
年
十
一
月
初
六
日
、
蘇
州
巡
撫
陳
時
夏
の
上
奏
の
一
節
に

酌
於
各
州
豚
耗
羨
内
。
拍
存
二
分
。
以
震
養
廉
。
以
八
分
解
司
公
用
。
以
通
省
之
耗
羨
。
酔
逼
省
之
公
務
。

と
あ
り
、
江
蘇
省
で
は
養
廉
と
地
方
街
門
の
事
務
費
つ
ま
り
公
務
の
費
と
の
割
合
は
二
封
八
で
あ
る
。
ま
た
論
旨
(
日
m
u
b
〉
権
問
正
五
年
十
一

月
初
一
目
、
蘇
州
布
政
使
張
坦
麟
の
上
奏
中
に
も

輪
納
正
雑
銭
糧
耗
羨
。
倶
以
加
一
魚
率
。
以
二
分
留
矯
州
鯨
養
廉
。
以
八
分
解
充
公
費
。

→ 59一

と
見
え
、
同
様
の
事
責
を
俸
え
て
い
る
。
さ
き
に
例
示
し
た
よ
う
に
、
江
蘇
省
の
耗
羨
銀
は
薙
正
五
年
に
は
四
十
一
高
五
千
除
南
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
二
割
と
す
る
と
、
入
高
三
千
絵
雨
の
養
廉
銀
が
耗
羨
銀
内
か
ら
支
給
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
江
蘇
省
の
養
廉
銀
の
財
源
と
し
て

は
、
瞳
商
か
ら
の
撞
規
銀
が
あ
り
、
こ
の
額
が
相
嘗
額
あ
り
、
南
江
総
督
一
人
だ
け
で
も
二
高
五
千
数
百
雨
に
上
っ
た
こ
と
は
、
さ
き
に
述
べ

た
如
く
で
あ
る
喝
江
蘇
省
で
は
こ
の
ほ
か
雨
巡
撫
、
瞳
政
、
盟
運
使
そ
の
他
の
盟
務
関
係
の
官
吏
が
多
く
お
り
、
瞳
商
か
ら
受
け
た
瞳
規
銀
は

@
 

莫
大
な
額
に
達
し
た
で
あ
ろ
う
。
両
准
盟
政
街
門
の
瞳
規
銀
は
五
寓
南
に
も
近
か
っ
た
と
い
う
か
ら
、
他
は
推
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

江
蘇
省
な
ど
の
省
分
で
、
耗
羨
率
が
低
か
っ
た
の
は
、
地
丁
銀
額
が
多
か
っ
た
せ
い
も
あ
る
が
、
盟
規
銀
等
の
牧
入
が
多
か
っ
た
こ
と
も
一
つ

の
大
き
な
原
因
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
盟
規
銀
等
は
そ
の
一
部
が
公
項
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
瞳
規
銀
を

含
め
た
養
廉
銀
額
の
公
項
中
に
占
め
る
割
合
は
五
十
%
以
上
あ
る
い
は
七
十
%
も
占
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
他
の
省
分
の
養
廉
銀
、
公

費
と
の
割
合
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。

次
に
識
旨
〈
9
臼

a
)
礎
知
正
二
年
九
月
初
回
目
、
山
東
巡
撫
陳
世
信
の
上
奏
に
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至
耗
羨
一
項
。
毎
年
鏡
糧
。
以
三
百
寓
南
魚
卒
。
:
:
:
今
以
加
一
八
通
算
。
約
可
得
銀
五
十
四
寓
雨
。
臣
等
曾
議
。

臨
空
。
以
二
十
寓
雨
漏
各
官
養
廉
。

以
二
十
寓
雨
。
蒲
補

と
あ
り
、
山
東
省
で
は
潅
正
二
年
、
加
耗
の
率
を
ム
ト
八
%
に
切
り
下
げ
、

て
、
従
来
の
臨
空
を
調
補
し
、
二
十
高
雨
を
養
廉
と
し
て
い
る
。
残
り
、

の
割
合
は
五
十
九
%
封
四
十
一
%
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

五
十
四
寓
雨
の
耗
羨
を
え
て
い
る
。
こ
の
う
ち
二
十
高
雨
を
も
っ

十
四
高
雨
が
公
費
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
養
廉
銀
と
公
費
と

ま
た
論
旨
(
ぬ
M
b
)
署
理
直
隷
線
督
事
務
・
提
督
臣
楊
鰻
の
上
奏
に

直
隷
本
年
(
七
年
〉
耗
羨
。
:
:
:
質
磨
徴
耗
羨
銀
二
十
五
高
五
千
一
百
六
十
一
雨
零
。
内
給
遁
省
各
官
養
廉
銀
一
十
七
寓
九
千
九
百
六
十

問。

と
見
え
る
。
す
な
わ
ち
直
隷
省
に
お
い
て
は
、
薙
一
正
七
年
、
耗
羨
銀
中
、
養
廉
銀
は
七
十
%
を
占
め
て
い
る
。

ま
た
識
旨
(
日
6
b
)
薙
正
四
年
正
月
十
七
日
、
湖
底
総
督
李
成
龍
の
上
奏
に
は
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査
湖
北
湖
南
。
各
額
徴
銀
一
百
一
十
齢
高
。
前
督
臣
楊
宗
仁
。
定
以
加
一
耗
羨
。
以
三
分
解
交
各
司
庫
。
作
起
解
銭
糧
飯
銀
。
及
闇
省
各

項
公
務
之
用
。
以
七
分
分
給
司
道
府
臆
州
鯨
各
官
。
震
養
廉
之
需
。

と
あ
り
、
湖
底
に
お
い
て
は
、
十
一
高
雨
飴
の
耗
羨
銀
を
養
廉
七
十
%
、
公
費
三
十
%
の
割
合
に
分
配
し
て
い
る
。
同
様
の
記
事
は
識
旨
ハ

n

M
t
b
〉
羅
正
七
年
三
月
初
八
日
、
湖
北
布
政
使
徐
鼎
の
上
奏
中
に
も
見
え
て
い
る
。

ま
た
論
旨
(
目
別

a
)
薙
正
六
年
十
月
二
十
日
、
審
理
江
西
巡
撫
印
務
張
坦
麟
の
上
奏
に

至
江
省
耗
羨
。
沓
例
。
加
一
徴
牧
内
。
除
二
分
七
麓
魚
解
銅
並
逼
省
公
費
。
其
齢
係
督
撫
雨
司
府
醸
州
鯨
養
廉
。
弁
起
解
銭
糧
鞘
木
脚
費

等
項
。

と
あ
り
、
江
西
省
で
は
、
加
一
耗
羨
の
う
ち
、
二
十
七
%
を
公
費
に
あ
て
、
残
り
を
養
廉
並
び
に
銭
糧
の
解
迭
費
に
あ
て
て
い
る
。
解
、
4
E
費
は

公
費
と
し
た
方
、
が
よ
く
、
結
局
、
江
西
省
に
お
い
て
は
、
養
廉
銀
は
耗
羨
中
七
十
%
ほ
ど
を
占
め
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。



次
に
山
西
省
で
あ
る
が
、
論
旨

(
u
m
b
)
薙
正
三
年
二
月
初
入
目
、
山
西
布
政
使
高
成
齢
の
上
奏
に

権
問
正
元
年
分
。
按
各
州
鯨
牧
耗
貫
教
。
:
:
:
寅
牧
耗
銀
四
十
三
高
一
千
九
十
八
雨
零
。
内
相
存
司
庫
蒲
補
届
空
銀
二
十
高
雨
。
給
護
過
各

官
養
廉
共
銀
一
十
一
高
一
十
三
雨
零
。
給
護
各
州
豚
雑
項
繁
費
井
傾
錯
脚
費
。
以
及
御
塘
馬
匹
加
増
草
料
銀
二
高
一
千
二
百
四
十
二
雨

零
。
叉
逼
省
公
費
共
銀
七
高
一
千
一
百
南
零
。
向
除
剰
銀
二
高
七
千
五
百
四
十
一
雨
零
。

と
見
え
て
い
る
。
賓
牧
耗
羨
四
十
三
蔦
儀
雨
の
中
か
ら
臨
空
銀
二
十
寓
雨
を
蒲
補
し
、
養
廉
と
し
て
十
一
寓
徐
商
を
支
出
し
て
い
る
。
蕗
空
調

補
銀
は
特
別
な
場
合
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
除
く
と
、
養
廉
銀
の
耗
羨
中
に
占
め
る
割
合
は
四
十
七
M

初
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
議
旨

(
u
u
b〉
に
、
恰
親
王
允
鮮
が
一
踊
建
巡
撫
劉
世
明
の
上
奏
文
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に

所
有
耗
羨
卒
徐
及
雑
歎
等
銀
共
一
十
六
高
九
千
二
百
三
十
四
雨
。
:
:
:
毎
年
承
排
公
務
。
共
鷹
用
銀
七
高
四
千
七
百
三
十
三
雨
。
飴
銀
九

高
三
千
二
百
徐
雨
。
分
給
各
員
。
魚
養
廉
之
資
。
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第五衰耗羨中における養廉銀と公費との割合

省分 |養 廉 銀|公 費

江蘇 20% 80% 

山西 47 53 

山東 59 41 

直線 70 30 

湖贋 70 30 

江西 73(70) 27(30) 

福建* 56 44 

*印耗羨の外，卒徐・雑款等を含む。

と
見
え
て
い
る
。
恰
親
王
の
上
奏
文
は
排
列
さ
れ
た
前
後
の
史
料
関
係
か
ら
潅
正
七
年
の
も
の
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
十
六
寓
九
千
絵
南
は
耗
羨
の
ほ
か

に
、
卒
儀
雑
款
等
を
含
ん
で
い
る
か
ら
、
一
踊
建
省
の
公
項
の
全
額
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
公
項
中
に
お
け
る
養
廉
銀
と
公
費
と
の
割
合
は
五
十
六
%
割
四
十
四
%
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
以
上
の
割
合
を
表
示
す
れ
ば
上
の
通
り
で
あ
る
。
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上
表
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
省
分
に
よ
っ
て
、
い
ろ
レ
ろ
の
僚
件
が
あ
り
、
耗
羨
中
に
お
け
る

養
廉
銀
と
公
費
と
の
割
合
は
、
一
定
は
し
て
い
な
い
が
、
大
種
、
養
廉
銀
が
七
十
%
、
公
費
が
三

十
%
と
い
う
の
が
、
普
通
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
も
っ
と
も
、
養
廉
銀
と
い
っ
て
も
、
後
述
す
る
よ

う
に
、
公
私
の
匪
別
が
は

っ
き
り
せ
ず
、
官
吏
個
人
の
生
活
費
の
ほ
か
、
公
務
の
た
め
に
使
用
す

る
場
合
も
か
な
り
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
怯
章
を
改
め
て
論
ず
る
の
で
、
こ
こ
で
は
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組
叔
国
巡
撫
以
下
地
方
州
豚
官
の
養
廉
銀
支
給
額
の
寅
際
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
よ
う
。

(3) 

地
方
官
の
養
廉
銀
額

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
潅
正
帝
が
養
廉
銀
の
支
給
を
開
始
し
た
嘗
初
に
お
い
て
は
、

上
に
あ
っ
い
職
階
制
的
な
と
こ
ろ
が
多
く
、
同
じ
総

督
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
地
位
の
重
要
さ
に
よ
っ
て
養
廉
銀
額
に
多
少
が
あ
り
、
ま
た
総
督
個
人
の
能
力
如
何
に
よ
っ
て
も
差
異
が
あ
っ
た
。
そ

れ
は
潅
正
帝
の
政
治
に
劃
す
る
信
念
、
つ
ま
り
上
級
の
官
吏
に
有
能
な
者
を
抜
擢
し
、
こ
れ
に
充
分
な
手
首
て
を
興
え
て
上
の
政
治
を
粛
清
す

れ
ば
、
下
、
こ
れ
に
な
ら
っ
て
政
治
は
う
ま
く
運
営
さ
れ
る
と
い
う
薙
正
帝
の
か
た
い
信
念
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
第
六
表
に

示
し
た
よ
う
に
、
各
省
の
組
督
の
聞
に
大
き
な
聞
き
が
あ
り
、
同
じ
総
督
の
ポ
ス
ト
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
と
年
代
と
に
よ
っ
て
大
き
な
相
違

が
あ
っ
た
。
例
え
ば
雲
貴
総
督
に
つ
い
て
い
え
ば
、
薙
正
三
年
、
高
其
俸
に
は
二
寓
六
七
千
雨
の
養
廉
銀
が
支
給
さ
れ
た
が
、
潅
正
六
年
、
都

爾
泰
は
一
寓
七
千
雨
に
減
額
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
都
爾
泰
の
才
能
が
高
其
停
に
劣
る
た
め
で
は
な
く
、

こ
の
頃
雲
南
貴
州
に
お
い
て
は
、
施
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政
が
よ
う
や
く
緒
に
つ
き
、
多
額
の
養
廉
銀
を
支
給
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
た
め
か
、
あ
る
い
は
郡
爾
泰
は
満
洲
出
身
の
薙
正
帝
の
も
っ
と

も
信
頼
し
た
股
肱
の
臣
と
も
い
う
べ
き
者
で
あ
り
、
そ
の
生
活
も
質
素
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
額
で
充
分
や
っ
て
ゆ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
新
江

@
 

一
高
三
千
両
の
養
廉
銀
で
間
に
あ
っ
た
ら
し
い
。

綿
督
の
李
衛
等
も
生
活
が
質
素
で
あ
り
、
家
計
に
必
要
な
米
は
郷
里
か
ら
迭
ら
せ
た
の
で
、

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
組
督
の
養
廉
銀
は
七
千
雨
か
ら
三
高
雨
ま
で
、
大
き
な
幅
が
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

次
に
巡
撫
の
養
廉
銀
も
七
千
雨
か
ら
三
高
九
千
雨
儀
ま
で
、
大
き
な
幅
が
見
ら
れ
、
同
じ
ポ
ス
ト
で
も
、

が
あ
る
こ
と
は
総
督
と
全
く
同
じ
で
あ
る
(
第
七
表
参
照
)
。

そ
の
人
と
時
代
と
に
よ
り
、
務
化

な
お
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
総
督
や
巡
撫
は
文
官
で
あ
る
が
、
同
時
に
軍
隊
を
も
指
揮
す
る
の
で
、

丁
名
ι仰
を
支
給
さ
れ
る
。
議
旨
(
日
m
M
a
)

礎
知
正
十
年
六
月
二
十
日
、
署
一
帽
建
線
督
榔
玉
麟
の
上
奏
中
に

武
官
に
輿
え
ら
れ
る
親
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第六表 線替 著書 廉銀 額

省 分 |年 次|線 督 名|養 厳 銀額 | 典 接

直 隷 薙正5年 宜兆熊(署理〉 7，000爾 J議旨宜兆熊 14.94 b 

7年 楊続(署理〉 正二協員 20.000百爾 議旨，楊鰻 39.80a 

山 西 5年 30，000雨 世宗賓録 54 

河 南 5年 30，000雨 11 

快 西 5年 30，000爾 // 

雲 貴 3年 高其イ卓 26， 000~27， 000雨 罰金旨，高其律 45.71a 

6年 都爾泰 17，000爾 論旨， 鄭爾泰 26.88b

度 東 4年 穆文乾 9，000爾 論旨，楊文乾 4.69b

璃 建 10年 ポ玉麟(署理〉 16，000雨 論旨，剥l玉麟 55.72a

担方 江 8年 程元章 13，000雨 章者旨，程元章 52.96a 

12年 李衛 約 13，000爾 論 旨 ， 李 衡 42.78b

江 南 9年 高其イ卓 22，000爾 論旨， 高其イ卓 46.85b

第七表 巡撫養廉銀額

省 分|年 次 |巡 撫名|養 康 銀 典 主義

山 西 潅正4年 31，700爾 論旨，伊都立 2.70a

5年 線督管理伊都立 30，000雨 世宗貫録 54 
河 南 5年 3O，000爾 // // 

山 東 5年 署理，塞楊額 20，000雨 論旨， 塞梼額 10.38a 

侠 西 5年 張保 20，000爾 論旨，張保 17.16b

甘 粛 7年 許容(蘭州〉 11，900爾 音量旨，許容 53.19a 

四 Jll 5年 馬 曾 伯 39，560雨 論旨，馬曾伯 12.20a 

雲 南 3年 石 積恰 8，500爾 言者旨， 高其イ卓 45.75b
6年 12，000爾 議旨， 郡爾泰 26.88b
7年 翼運那爾泰 9，000爾 論旨，都爾泰 27.36a 

湖 庚 5年 14，000雨 論 旨 ， 蕗 敏 10.24a

震 東 4年 湯文乾 9，000爾 較旨， 楊文乾 4.69b
賢 酋 10年 金鉄 8，400爾 論旨，金鉄 49.93a
酒 建 7年 劉世明 33，000雨 言動旨;"J世明 14.16a 
話青 江 10年 程元章 10，000雨 論旨，程元章 52.96a 
江 西 5年 布蘭泰 8，800爾 重量旨，布蘭泰 6.29b 

6年 署理， 張垣麟 7，000爾→10，000爾 論旨，張坦麟 15.90a 
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史
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宜
兆
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憲
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其
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江
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蘇
勝

運
使

3
，000

帥
越

弘
恩
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第九表 布按養廉銀額〈キ印公費を含む〉

省 分| 布 政 使 按 察 使 典 鎌

直隷 10，000雨(5) 8，000爾(5) 音量旨，宜兆熊14.94b

河 南 * 24，000 (2) ホ10，000 (2) 石文熔11.67a 

山東 10，000 (5) 署理 4，吋2 塞拐額10.38a，張保17.9b
10，000 回文鏡;31.90 a 

険酋 14，000→10，000(7) 黄廷桂50.18a 

雲貴 4，000 (め 3，000 (3) 高其停45，75b

慶東 9，000μ) 楊文乾 4.69b

第十表 道員養康銀額

省 分| 養 廉 銀 額 典 接

河 南
傘 10，鰐i論旨，石文1悼 11.67a 

4， 
3， 

回文鏡4， 31. 44 a 
3，000 (6) 

回文鏡3，200 (7) 32.28b 
2，800 (7) 
3，000 (7) 
2，800 (7) 

山 東|道 員 6， 000~3， 000 何) I 回文鏡 31. 79b 

甘 粛|道 員 1，000 (3) I石文悼 11. 97-a 

快 西 I 檎騨林，停神木道， 漢輿道 500 (7) I査郎 阿 50.18a 

雲 貴
貴貴堕 東西 道道道

45.75b 
1，800 
5，000 郭爾泰 26.43b 

慶 各川伶lI ，/ 28.23b 
2，400 (8) 

湖 庚!辰況靖道 刊 o(7) I 主朝恩 36.66b 

祖赤 江 4

寧兵温 魔華備 道道道
3.000 何lI李衛 41. 90b 
3，000 (6) 

1，600→2，600 程元章 52.90b 

文~ 3，000 徐 本 37.16b 
2，000 

(ホ印〉公内年費代を含数む。
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N由同
第
十
一
表

府
州

燃
官

養
廉

銀
額

白星一日ω ゐ茸一内。

一に1u

一鈎

典一維
斗

雑一官 一刻官領

一州徐首

佐一同の府検

一州そ可巡 一nJb-qLヮ“っ“。，unbRuau

勝一柄引州

ω
一州側州側側側側

一羽∞別一J豚nげ豚8豚6

一''-nLHNH噌E4HN川HNH'iTi唱i

一11一99Jv↓↓↓

品川一一大中dooo 一一

qanunL語義巾nUAUnu

--aaτmhu'i

附図mAUOEPO

一勝一一勝等等等大L

知一州一符留川津川勝豚

一大中小一群陳消延知中小

一-'jq4nLn，bqrb

-33二百rnunununυ 作トE一ハUAUAUAU

-RUAUoopo 

属一則1

川一通知

:↑'同

府一知事知剣

一同理同通

州一昨 nμ一nu

'ar一nυ

'ψJ

一ワ釘

隷一H 直↑AY

一汝
首位22

府下側側側

44府3
ヴ ，

府府等

名封徳

大関崎

毅南

直河

省分|
知

1，
500→

 
1，
800(6) 

石
文
熔

回
文
鏡鏡鏡

文文
田田

AunununU 

ηFMO

。 ハ
U00

‘ ，
A司Eaa

11.67 a
 

29.76 a
 

31.44 a
 

3
2
.
6
9
b
 

山
東

I~雪
南
府
加

1，000(3)
州
同
・
州
剣

200(3)1歴
城
県
系

加
500(3)

2l.1.jQ
1l1司会J

~

ド
魚
崎
"
-
6
心
!
J
'

時童話
F

緩
毘
，

~割

出
割
|
ヤ
笠
久

J..，;>iミ〉

..lJ..Jν'
持

醤
揺

さ
~
g
[
\
ト
陸
4ミ
心

1

担[g[¥←
HE'

鞘
越
民

連
~
~
川

tト
陸

4ミ
心

11
嘘
陸

Q
棚

機
感

':Q十世{程祈)~'
矧

S
 

陳
世

俗
9
.
6
8
b
 

一
一
一
一
一
一
一
|
眠
笠
盛
田
縛

Q
異

険
西

国
安

府
2，

 
000(7)!600→

I，OOO
(
7
)
!
管
理
通
則

360(7) 

qJυ
》

qu
内〈

δdqυ

N叫N叫N山叫「げ川叫円

ハUハUハUnU

qδ可iAUn白

噌'ム唱E目ム畠噌t

府府府 令υqοA込告τ 

府等等等

陽遠越南

血貴貝鋲不思

貴
雲

貴
陽

同
知

)
~l\f'I{ .. J

¥
!
貴
筑
麻

南
龍

通
剣
J

，"，
u
U
¥
oOll定

番
等
10州

正
大

管
同

知
L

，.，げつJ
黄

卒
州

!
貴
陽
府
通
剣

j
叩

U叶
開
州

威
寧

府
遇

剣
300(3)1

普
定

等
4豚

|
貴
定
等
2
0豚

幅
建

i
一
一
一
一
一
一
一
一
I
~
-
-
I

-1一
一
一
一
一

樹
江

1
!
-
一
一
一
-
!
画
面
天
雇
証
両
扇

I
 

I
 

5
8ゆ

(6)

ι
一
一

1
1

海
防

同
知

6
0
0
 

江
西

1
-

1
通

知
340(6)1

大
勝

中
豚

小
懸

査
郎
阿

高
其
イ
卓

65(4)1
那
爾
泰

20(7)1
劉

世
明

李
衡

程
元

章

蓄坦壁

50.18 a
 

4
5
.
7
5
b
 

2
8
.
7
2
b
 

14.28 b
 

4
1. 
4
0
 a

 
5
2
.
9
0
b
 

15.90 a
 

3
5
.
7
9
a
 

V
空
関
輯
千

J
t!担割

4ミ

岡
田

置
付

ム
心

Q

..，9.JQ
0
ど
も
，
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雪国
11
川
什
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課
れ
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千
南
ま
で
、
二
三
千
南
と
い
う
の
が
普
逼
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
直
毅
州
知
州
は
一
、
二
千
雨
、
府
州
の
属
官
、

雨
、
知
州
賑
は
四
五
百
雨
の
も
の
も
あ
っ
た
が
、
後
に
は
大
州
鯨
は
千
二
百
雨
、
中
州
臓
は
千
雨
、
小
州
蘇
は
入
百
雨
ほ
ど
に
な
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
さ
ら
に
州
豚
の
佐
武
・
雑
職
官
に
も
養
廉
銀
が
興
え
ら
れ
た
。
官
吏
と
し
て
は
最
下
層
の
も
の
で
あ
る
。
い
か
ほ
ど
の
養
廉
銀
が
支
給

さ
れ
た
か
考
察
を
加
え
よ
う
。
議
旨
(
出
品
a
〉
礎
知
正
六
年
二
月
初
三
日
、
河
南
穂
督
国
文
鏡
の
上
奏
中
に

直
隷
州
州
同
・
州
判
。
叉
直
隷
州
吏
目
。
弁
府
属
之
州
同
・
州
判
・
吏
白
。
各
鯨
之
豚
丞
・
典
史
。
倶
有
承
督
盤
査
親
民
之
責
。
請
持
直

隷
州
州
同
・
州
判
。
毎
員
量
給
銀
一
百
二
十
両
。
其
儀
各
官
。
毎
員
量
給
銀
入
十
雨
。
以
上
直
隷
州
州
同
一
員
。
州
判
六
員
。
吏
目
七

員
。
府
属
之
州
同
一
員
。
州
判
三
員
1

吏
目
四
員
。
鯨
丞
十
員
。
典
史
九
十
七
員
。
毎
年
共
薩
加
養
廉
銀
一
高
六
百
雨
。

と
あ
り
、
河
南
省
の
府
州
豚
の
州
同
・
州
剣
以
下
の
官
吏
に
養
廉
銀
を
支
給
す
る
こ
と
を
願
い
出
て
い
る
が
、
薙
正
帝
は
こ
れ
を
裁
可
し
て
い

同
知
弘
通
判
は
大
鐘
四
五
百

る
。
す
な
わ
ち
州
同
・
州
判
に
は
毎
員
百
二
十
雨
、
そ
れ
以
外
の
吏
目
・
鯨
丞
・
典
史
等
に
は
八
十
雨
を
支
給
し
て
い
る
。
そ
の
綿
額
は
一
高

六

百

雨

で

あ

っ

た

と

い

う

。

、

ま
た
識
旨
(
m
M
却

a
)
薙
正
七
年
六
月
十
五
日
、
河
東
締
督
田
文
鏡
の
上
奏
中
に
は

査
殻
省
司
府
首
領
官
共
十
四
員
。
毎
員
給
銀
一
百
雨
。
経
管
地
方
之
巡
検
共
六
員
。
毎
員
給
銀
八
十
雨
。
二
項
共
銀
一
千
八
百
λ
十
両
。

と
あ
り
、
河
南
省
の
司
府
の
首
領
官
に
は
百
雨
、
巡
検
に
は
八
十
雨
を
支
給
し
、
そ
の
締
額
は
千
八
百
八
十
南
で
あ
っ
た。

ま
た
識
旨
(
訂
M
b
)
江
南
総
督
高
其
停
・
安
徽
巡
撫
徐
本
の
上
奏
に

- 67ー

其
藩
泉
南
司
首
領
官
三
員
。
各
府
首
領
官
共
十
一
員
。
州
豚
佐
武
・
吏
目
・
典
史
・
巡
検
・
大
使
等
官
。
共
一
百
五
十
員
。
:
:
:
毎
員
議

給
養
廉
銀
五
十
雨
。
通
共
需
銀
入
千
二
百
雨
。

と
あ
り
、
江
南
緯
菅
高
其
停
・
安
徽
巡
撫
徐
本
は
布
・
按
南
司
、
各
府
の
首
領
官
、
州
鮮
の
佐
京
・
雑
職
官
に
各
ミ
五
十
南
の
養
廉
銀
を
支
給

す
る
こ
と
を
請
い
、
裁
可
を
得
て
い
る
。
ま
た
識
旨
(
回
目

a
)
棄
正
七
年
十
二
月
十
一
日
、
署
快
西
穂
督
査
郎
阿
西
安
巡
撫
武
格
の
上
奏
に

快
層
向
未
分
給
養
廉
之
首
領
・
佐
雑
等
官
。
共
一
百
四
十
二
員
。
毎
年
薩
給
養
廉
公
費
共
銀
一
高
零
六
百
雨
。
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と
見
え
、
映
西
総
督
査
郎
阿
等
は
首
領
・
佐
武
官
百
四
十
二
員
に
封
し
、
養
廉
公
費
一
高
六
百
雨
を
支
給
せ
ん
こ
と
を
請
う
て
い
る
が
、
潅
正

帝
は
こ
れ
に
到
し
、
「
佐
試
雑
職
之
議
。
尚
属
可
行
。
」
と
い
っ
て
許
可
し
て
い
る
。
こ
こ
に
養
廉
公
費
と
あ
っ
て
も
、
養
廉
銀
の
意
味
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
陳
西
省
で
は
一
員
卒
均
七
十
四
雨
ば
か
り
の
養
廉
銀
が
首
領
・
佐
武
・
雑
職
に
支
給
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
議
旨
(
お

η
b
)
潅
正
九
年
正
月
二
十
八
日
、
雲
貴
康
西
線
督
都
爾
泰
の
上
奏
に
は

其
除
雑
職
。
如
経
歴
・
照
磨
・
司
獄
・
吏
目
・
長
官
司
吏
目
・
典
史
・
巡
検
等
。
払
川
省
共
七
十
七
員
。
原
恵
議
給
。
然
叉
約
需
五
千
除
雨
。

と
あ
り
、
雲
貴
・
庚
西
組
督
都
爾
泰
は
貴
州
省
の
雑
職
七
十
七
員
に
封
し
、
養
廉
銀
約
五
千
雨
を
支
給
せ
ん
こ
と
を
請
い
、
礎
知
正
帝
は
裁
可
し

一
員
あ
た
り
六
十
五
両
で
あ
る
。
ま
た
論
旨
〈
辺
叫
b
)
薙
正
七
年
三
月
初
八
日
、
湖
北
布
政
使
徐
鼎
の
上
奏
に
も

て
い
る
。再

査
。
佐
雑
微
員
。
巡
査
地
方
。
看
守
堤
工
。
歴
来
均
有
晒
弊
。
白
鷹
一
弁
議
給
養
廉
。
以
便
殿
行
替
市
組
。
統
計
議
分
各
官
。
約
有
一
百

六
七
十
員
。
須
銀
玉
高
除
雨
。
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と
あ
り
、
湖
北
布
政
使
徐
鼎
は
、
佐
雑
百
六
七
十
員
に
劃
し
、
五
首
向
徐
雨
の
養
廉
銀
の
支
給
を
請
う
て
い
る
。
難
正
帝
は
こ
れ
に
劉
し
、
公
平

に
や
れ
と
命
じ
て
い
る
。
湖
北
省
で
は
佐
雑
で
も
地
方
を
巡
査
し
た
り
、
堤
工
を
看
守
す
る
等
特
別
な
公
務
が
あ
り
、
養
廉
銀
の
額
も
多
か
っ

一
員
あ
た
り
、
二
百
九
十
四
南
乃
至
三
百
十
二
南
の
額
と
な
る
。

た
ら
し
い
。

湖
北
省
の
首
領
・
佐
雑
官
は
特
別
な
公
務
が
あ
っ
た
た
め
に
養
廉
銀
の
額
は
多
い
が
、
普
通
の
省
分
で
は
、
大
盤
、

南
位
の
養
廉
銀
が
支
給
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

五
六
十
両
か
ら
百
二
十

以
上
、
締
督
巡
撫
か
ら
州
豚
の
佐
武
・
雑
職
に
至
る
ま
で
の
養
廉
銀
の
寅
際
の
支
給
額
に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
額
は

俸
銀
と
は
ど
う
い
う
割
合
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
俸
銀
は
官
品
に
従
っ
て
支
給
さ
れ
る
の
で
、
清
史
稿
巻
一
一
一
二
「
職
官
志
」
と

光
緒
大
清
禽
典
事
例
巻
二
四
九
「
俸
制
」
と
に
よ
り
、
官
品
と
俸
銀
と
の
関
係
を
示
す
表
を
作
成
す
れ
ば
、
女
頁
の
如
く
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
先
掲
の
締
督
・
巡
撫
の
養
廉
銀
額
表
に
見
え
る
よ
う
に
、
線
督
巡
撫
の
養
廉
銀
額
は
三
首
阿
南
を
超
え
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
卒
均

す
る
と
大
略
ニ
高
雨
と
一
高
入
千
両
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
を
そ
の
俸
銀
百
八
十
南
と
百
五
十
五
商
と
に
比
べ
る
と
、
線
督
・
巡
撫
の
養
廉
銀
額
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は
俸
銀
の
約
百
十
倍
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
空
糧
を
加
え
る
と
、
そ
の
倍
数
率
は
増
大
す
る
が
、
こ
こ
で
は
養
廉
銀
数
に
だ
け
止
め
て

お
く
。
同
様
の
方
法
で
計
算
す
る
と
、
柑
政
使
の
養
廉
銀
の
卒
均
値
は
九
千
雨
、
按
察
使
は
八
千
雨
、
こ
れ
を
そ
の
俸
銀
百
五
十
五
雨
、
百
三

十
南
と
比
較
す
る
と
約
六
十
倍
で
あ
る
。
ま
た
知
府
の
養
廉
銀
卒
均
値
は
約
二
千
六
十
雨
、
そ
の
俸
銀
百
五
雨
の
約
二
十
倍
で
あ
る
。
つ
ぎ
に

州
鯨
の
佐
武
・
雑
職
の
養
廉
銀
額
は
前
記
の
諸
資
料
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
大
農
六
十
数
雨
で
あ
る
。
彼
等
の
俸
銀
は
三
十
三
商
品
駄
で
あ
る
か

ら
俸
銀
の
約
二
倍
の
養
廉
銀
が
支
給
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
き
に
私
は
養
廉
銀
は
上
に
あ
っ
い
職
階
制
の
性
格
が
強
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
総
督
巡
撫
は
俸
銀
の
百
十
倍
、
布
政
使
、
按
察
使
は
六
十

倍
、
知
府
は
二
十
倍
、
州
豚
の
佐
蔵
・
雑
職
は
二
倍
の
養
廉
銀
を
支
給
さ
れ
た
事
買
は
、
こ
れ
を
も
っ
と
も
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
以
上
使

用
し
た
地
方
官
の
養
廉
銀
の
寅
例
は
、
ほ
ん
の
僅
か
に
す
、
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
事
責
は
動
か
す
こ
と
の
で
き
ぬ
鎖
別
で
あ
る
と
信
ず
る
。

こ
の
養
廉
銀
の
支
給
方
針
は
薙
正
帝
の
政
治
方
針
を
も
っ
と
も
具
盤
的
に
示
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
俸
給
の
敷
倍
、
百
十
数
倍
の
養
廉
銀
額
は
、
官
僚
が
こ
れ
ま
で
ひ
そ
か
に
受
け
て
い
た
陥
規
と
比
べ
る
と
、
ど
う
い
う
割
合
に
な
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っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
議
旨

(
9
m
a
)
潅
正
元
年
十
一
月
二
十
二
日
、
山
東
巡
撫
黄
煩
の
上
奏
に

山
東
巡
撫
街
門
。
嘗
有
各
層
節
欝
顧
銀
六
寓
徐
雨
。
丁
地
規
程
銀
一
高
除
問
。
司
庫
羨
蝕
銀
三
高
雨
。

道
及
瞳
商
規
鵡
銀
各
三
千
雨
。
通
共
計
銀
十
一
高
齢
陣
雨
。

騨
道
糧
道
規
瞳
銀
各
二
千
雨
。
瞳

と
あ
り
、
山
東
巡
撫
に
は
、
養
廉
銀
支
給
前
、
各
麗
の
節
害問
撞
銀
六
蔦
徐
雨
、
丁
地
規
鵡
銀
一
寓
除
雨
、
司
庫
羨
歓
銀
三
禽
雨
、
騨
遁
・
糧
道

規
融
阻
銀
各
二
千
雨
、
瞳
道
及
び
盟
商
規
雄
銀
各
三
千
雨
、
合
計
十
一
高
徐
雨
の
規
雄
銀
等
が
届
け
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
薙
正
五
年
、
山

東
署
理
巡
撫
の
塞
拐
額
に
は
養
廉
銀
二
蔦
雨
を
支
給
し
て
い
る
。
大
陸
、

る
。
す
る
と
山
東
巡
撫
の
寅
際
の
牧
入
額
は
、
従
来
に
比
べ
て
五
分
の
一
乃
至
六
分
の
一
に
切
下
げ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

a
〉
落
正
三
年
正
月
二
十
四
日
、
河
南
巡
撫
回
文
鏡
の
上
奏
に

臣
査
。
接
河
南
巡
撫
任
内
。

二
高
雨
と
い
う
の
が
巡
撫
の
普
通
の
養
廉
銀
額
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

ま
た
議
旨

(
m
m
m

一
年
所
有
各
項
阻
例
。

不
下
二
十
蔦
雨
。

臣
復
聞
輿
論
。

楊
宗
義
在
任
。

波
非
循
良
清
正
之
員
。

毎
歳
所
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入
。
信
用
数
向
多
。

と
見
え
、
河
南
巡
撫
回
文
鏡
の
言
に
よ
れ
ば
、
河
南
巡
撫
に
は
一
年
間
に
二
十
高
南
を
下
ら
ぬ
晒
規
が
あ
っ
た
。
前
巡
撫
楊
宗
義
は
循
良
潔
癖

な
官
僚
に
あ
ら
ず
、
こ
れ
が
た
め
に
こ
の
よ
う
な
多
額
の
牧
入
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
薙
正
五
年
の
頃
、
河
南
巡
撫
は
三
高
南

の
養
廉
銀
を
受
け
て
い
る
か
ら
、
巡
撫
の
牧
入
は
約
七
分
の
一
に
減
ら
さ

r

れ
た
こ
と
に
な
る
。
権
推
正
帝
は
晒
規
を
徹
底
的
に
禁
止
し
た
わ
け
で

は
な
く
、
そ
こ
に
幅
を
も
た
せ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
養
廉
銀
の
支
給
に
よ
っ
て
、
官
僚
は
寅
質
的
に
は
従
来
の
牧
入
の
五
分
の
一

乃
至
七
分
の
一
ほ
ど
に
減
ら
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
裏
面
に
お
い
て
は
官
僚
の
強
い
反
封
が
あ
っ
た
こ
と
が
橡
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五

養
廉
銀
制
度

)
 

e
i
 

(
 
養
廉
銀
額
決
定
の
基
準



議
旨
(
お
臼

a
)
薙
正
八
年
四
月
十
一
日
、
山
東
布
政
使
孫
圏
璽
の
上
奏
中
に

今
養
廉
公
費
。
倶
分
別
街
僻
支
給
。

と
あ
り
、
山
東
省
で
は
養
廉
公
費
は
、
府
州
鯨
の
衝
僻
を
基
準
に
し
で
支
給
す
る
と
い
っ
て
い
る
。
衝
と
は
衝
要
の
意
味
で
あ
る
。

(
必
訂

b
)
薙
正
三
年
正
月
二
十
六
日
、
雲
貴
線
督
高
其
俸
の
上
奏
中
に
は

自
巡
撫
司
遁
以
下
及
府
州
鯨
。
分
別
衝
僻
繁
簡
。
酌
定
養
廉
之
教
。

ま
た
議
旨

と
あ
り
、
雲
貴
で
は
巡
撫
司
道
以
下
府
州
牒
の
養
廉
銀
撤
は
、

そ
の
ポ
ス
ト
の
衝
僻
だ
け
で
な
く
、

る
。
こ
の
事
務
の
繁
筒
と
は
、
議
旨

(
5
∞m
b
)
薙
正
五
年
十
一
月
六
日
、
蘇
州
巡
撫
陳
時
夏
の
上
奏
中
に

査
各
州
鯨
之
繁
簡
。
惟
在
鏡
糧
耗
羨
之
多
寡
。
郎
以
銭
糧
耗
羨
之
多
寡
。
定
州
勝
之
養
廉
。

と
あ
る
よ
う
に
、
銭
糧
耗
羨
の
多
寡
が
主
と
し
て
事
務
の
繁
簡
を
意
味
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
識
旨
(
団
関
b
〉
薙
正
七
年
正
月
二
十
九
日

事
務
の
繁
簡
を
考
慮
し
て
定
め
る
と
あ

署
理
江
西
巡
撫
張
坦
麟
の
上
奏
中
に

其
各
官
養
廉
。
則
分
別
地
方
之
大
小
。
事
務
之
繁
簡
。
減
其
有
儀
。
増
其
不
足
。
酌
量
均
波
。
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と
あ
り
、
府
州
鯨
の
大
小
と
い
う
こ
と
も
、
養
廉
銀
額
決
定
の
要
件
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
十
一
表
「
府
州
懸
官
養
廉
銀
額
」
を
見
れ
ば
、

容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
論
旨
ハ
泊
川
b
)
薙
正
七
年
二
月
十
五
日
、
湖
南
布
政
使
越
域
の
上
奏
に
、
養
廉
の
使
途
に
つ
い
て
述
べ
た
中
に

臣
今
現
輿
撫
臣
商
酌
。
就
官
職
大
小
。
事
件
繁
簡
。
逼
長
計
算
。
酌
量
均
分
。
務
使
普
泊
聖
津
。

と
見
え
、
湖
南
に
お
い
て
は
、
布
政
使
越
城
は
、
事
務
の
繁
簡
と
と
も
に
、
官
職
の
大
小
を
も
考
慮
し
て
養
廉
銀
教
を
決
定
す
る
と
い
っ
て
い

る

367 

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
養
廉
銀
額
は
、

れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

そ
の
棋
の
管
轄
す
る
地
域
の
大
小
、
衝
僻
、
繁
筒
、
官
職
の
大
小
な
ど
を
劃
酌
し
て
決
定
さ
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(2) 

養
廉
銀
の
支
給
法

第
三
章
第
一
節
「
耗
羨
提
解
」
の
僚
に
お
い
て
述
べ
た
如
く
、

後
、
諸
官
僚
に
更
め
て
養
廉
銀
を
支
給
す
る
と
い
う
の
が
、
権
問
正
帝
の
基
本
方
針
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
地
方
上
官
の
属
官
に
劃
す
る
飽
く
な
き

需
索
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
人
民
に
劃
す
る
諒
求
を
禁
止
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
識
旨
(
目
白
b
)
羅
正
九
年
十
二
月
初
六
日
、
湖
北
巡
撫
王

耗
羨
を
一
旦
、
全
部
、
布
政
司
庫
に
解
迭
し
て
地
方
公
費
と
な
し
、

然
る

士
俊
の
上
奏
に
も

夫
司
道
府
臆
養
廉
。
私
相
授
受
。
不
菟
開
観
迭
需
索
之
端
。

と
見
え
、
湖
北
巡
撫
王
土
俊
も
、
司
遁
府
醸
の
官
が
そ
の
養
廉
銀
を
州
鯨
官
か
ら
個
人
的
に
受
領
す
れ
ば
、
観
迭
需
索
の
端
を
菟
れ
な
い
と
指

摘
し
て
い
る
。
と
も
か
く
養
廉
銀
は
布
政
司
庫
か
ら
支
給
す
る
と
い
う
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
さ
き
に
も
鏑
れ
た
よ
う
に
、
直
隷
・

江
西
・
湖
底
夙
な
ど
の
諸
省
に
お
け
る
耗
羨
の
少
な
い
州
鯨
で
は
、

一
部
も
し
く
は
全
部
の
耗
羨
を
そ
の
ま
ま
州
鯨
に
止
め
て
養
廉
と
し
て
支
給
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し
て
い
る
。

耗
羨
の
布
政
司
庫
解
迭
を
兎
除
し
た
の
は
、
耗
羨
敷
が
少
な
い
と
い
う
の
が
一
つ
の
理
由
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
耗
羨
銀
を
移
動
す
れ
ば
、
運

迭
費
が
か
か
り
、
運
、
迭
の
途
中
、
盗
難
あ
る
い
は
船
の
沈
浪
等
に
あ
う
危
険
が
あ
る
ほ
か
、
授
受
の
際
、
官
吏
や
宥
吏
の
需
索
が
し
ば
し
ば
行

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
薬
正
時
代
に
は
、
州
鯨
で
養
廉
銀
を
支
給
し
た
の
は
敷
省
に
す
ぎ
ず
、
例
外
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
乾
隆
二
年
に
な
る
と
、
耗
羨
の
布
政
司
庫
提
解
が
改
め
ら
れ
、

州
鯨
官
は
も
よ
り
の
州
豚
に
お
い
て
養
廉
銀
を
受
領
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
上
述
の
理
由
の
ほ
か
、
養
廉
銀
支
給
の
回
数
と
も
関
係
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
人
民
が
規
則
通
り
に
銭
糧
を
納
付
す
れ
ば
、
養

廉
銀
を
一
度
に
支
給
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
滞
納
や
延
納
が
多
く
な
る
と
、
そ
う
は
ゆ
か
ぬ
。
こ
こ
か
ら
養
廉
銀
は
毎
月
も
し
く
は



四
季
毎
に
支
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
議
旨
(
訂
位

a
〉
権
推
正
七
年
十
月
二
十
五
日
、
江
南
安
徽
池
掘
現
廷
珍
の
上
奏
中
に

各
官
養
廉
。
:
:
:
陸
績
按
季
給
護
各
官
養
廉
。

と
あ
り
、
安
徽
省
で
は
養
廉
は
四
季
毎
に
支
給
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
識
旨
(
辺
部
b
〉
薙
正
七
年
五
月
初
回
目
、
河
東
綿
督
田
文
鏡
の
上
奏
に

t工

時
議
省
各
道
。
於
現
給
養
廉
外
。
毎
員
毎
年
加
給
一
千
両
。
請
於
権
問
正
七
年
魚
始
。
在
司
庫
耗
羨
内
。
按
季
支
給
。
則
各
道
均
泳
天
恩
於

無
既
失
。

と
あ
り
、
回
文
鏡
は
河
南
省
道
員
の
養
廉
銀
を
毎
年
毎
員
一
千
両
を
加
給
し
、
こ
れ
を
四
季
に
分
ち
て
支
給
し
た
い
と
請
い
、
裁
可
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
論
旨

(
5
m
m
b
)
潅
正
五
年
十
一
月
初
六
日
、
蘇
州
巡
撫
陳
時
夏
の
上
奏
中
に
も

慮
給
〔
江
蘇
〕
各
街
門
養
廉
。
照
所
定
之
数
。
按
季
給
護
。

と
あ
り
、
江
蘇
省
に
お
い
て
も
、
養
廉
銀
は
季
ご
と
に
支
給
さ
れ
て
い
る
。

以
上
は
地
方
官
に
劃
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
議
旨
(
品
目
ω
a
〉
薙
正
八
年
二
月
初
六
日
、
快
西
布
政
使
方
観
の
上
奏
中
に

督
臣
李
衛
以
臣
護
理
盟
政
三
月
。
時
開
薙
正
七
年
瞳
政
街
門
養
廉
銀
雨
。
按
季
援
給
臣
一
千
二
百
雨
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
瞳
務
関
係
の
官
吏
も
同
様
で
あ
っ
た
。

ま
た
諒
旨
(
m
M
l
a
)

薙
正
七
年
こ
月
十
一
日
、

河
東
線
督
田
文
鏡
の
上
奏
中
に

は
、
議
旨
を
引
用
し
て
い
る
。

行
令
布
政
司
。
毎
年
於
司
庫
存
公
銀
南
内
。
援
銀
一
千
雨
。
自
奉
旨
之
日
魚
始
。
按
季
支
援
。

廉
之
賛
。

以
矯
協
理
河
務
・
余
都
御
史
臣
徐
湛
恩
養

す
な
わ
ち
、
河
務
官
に
も
や
は
り
、

四
季
毎
に
養
廉
を
輿
え
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。

以
上
述
べ
た
所
に
よ
り
、
養
廉
銀
は
四
季
毎
に
支
給
す
る

の
が
普
通
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。

369 

た
だ
識
旨
(
却
必
b
)
礎
体
正
二
年
十
一
月
二
十
日
、
署
理
河
南
巡
撫
・
布
政
使
回
文
鏡
の
上
奏
中
に
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葱
於
本
年
十
一
月
十
一
日
。
接
到
撫
臣
石
文
煉
采
字
内
開
。
除
従
前
養
廉
按
月
支
領
外
。
持
九
月
以
来
未
経
支
領
養
廉
銀
南
。
照
奏
過
数

日
給
設
。
統
於
明
歳
奏
錯
。
業
核
奏
聞
等
語
。

と
あ
り
、
落
正
二
年
、
河
南
省
で
は
、
毎
月
養
廉
銀
を
支
給
し
て
い
た
こ
と
を
俸
与
え
て
い
る
が
、
養
廉
銀
賞
施
の
草
創
期
に
あ
た
り
、
財
源
が

充
分
に
確
保
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
毎
月
支
給
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
河
南
省
も
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
後
に
は
四
季
毎
に
支
給
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
新
た
に
松
任
す
る
官
僚
の
支
度
料
、
放
費
と
し
て
養
廉
銀
を
務
支
し
、
官
僚
を
高
利
貸
の
手
か
ら
救
済
し
よ
う
と
す
る
制
度
が
、
次
の

@
 

乾
隆
時
代
に
制
定
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
曾
て
護
表
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
注
意
す
る
に
止
め
た
い
。

(3) 

署
理
養
廉
と
未
使
用
養
廉

-74 -

と
こ
ろ
で
養
廉
銀
は
職
務
俸
と
い
う
性
格
が
つ
よ
く
、
他
の
職
務
を
粂
ね
る
と
増
給
さ
れ
た
。
議
旨
(
白
羽
b
)
郡
江
線
督
程
元
章
の
上
奏

中

兵
備
遁
王
敏
一
帽
。
前
在
杭
嘉
湖
遣
任
内
。
年
給
養
廉
銀
一
千
六
百
雨
。
因
粂
耕
海
塘
公
務
。
叉
増
給
銀
一
千
雨
。
侯
工
竣
停
其
添
給
。

と
あ
り
、
断
江
の
兵
備
道
王
数
一
隔
は
、
さ
き
に
杭
嘉
湖
遁
の
任
に
あ
っ
た
時
、
養
廉
銀
千
六
百
南
を
支
給
さ
れ
た
が
、
海
塘
公
務
を
粂
耕
し
た

一
千
両
増
加
さ
れ
た
。
そ
の
工
事
が
竣
工
し
て
か
ら
増
加
分
は
停
止
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
同
書
に

た
め
に
、乍

浦
新
設
庁
間
漢
船
廠
。
鰹
臣
題
明
。
委
令
該
道
(
杭
嘉
湖
道
)
。
監
督
料
理
。
業
経
准
有
部
覆
。
則
該
遁
督
耕
船
工
。

差
遣
盤
費
等
項
。
若
僅
給
銀
一
千
六
百
雨
。
責
有
不
敷
。
慮
請
仰
奮
例
。
年
給
養
廉
銀
二
千
六
百
雨
、
以
足
用
度
。

亦
有
往
返
奔
馳
。

と
あ
り
、
杭
嘉
湖
道
は
船
廠
を
督
耕
し
、
放
費
等
が
か
さ
む
か
ら
、
養
廉
銀
千
六
百
両
に
千
両
を
増
加
し
た
い
と
、
組
督
程
元
章
は
上
請
し
て

い
る
が
、
裁
可
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
識
旨
(
的
M
a
)
落
正
六
年
七
月
十
三
日
、
署
理
山
東
巡
撫
印
務
布
政
使
丘
溶
が
山
東
省
の
道
員



等
の
養
廉
銀
支
給
に
閲
し
て
上
奏
し
た
る
に
封
し
、
薙
正
帝
は
次
の
よ
う
な
殊
批
を
奥
え
て
い
る
。

所
議
大
小
各
員
。
均
属
妥
協
。
惟
回
文
鏡
今
既
粂
督
東
省
。
亦
嘗
増
給
養
廉
銀
高
金
。
方
震
合
宜
。
督
臣
統
轄
持
弁
。
較
之
撫
匡
。
賞
稿

所
需
。
尤
費
繁
多
。
在
伊
自
難
啓
歯
。
汝
未
議
及
於
此
。
殊
属
忽
略
失
。

す
な
わ
ち
、
大
小
各
員
の
養
廉
銀
額
は
妥
嘗
で
あ
る
。

し
か
し
河
南
組
督
の
回
文
鏡
は
山
東
組
督
を
粂
務
し
て
い
る
か
ら
一
高
雨
を
増
給
せ

よ
。
線
督
は
巡
撫
に
比
べ
る
と
、
時
柑
弁
を
統
轄
し
、
賞
稿
費
も
多
い
は
ず
だ
。
国
文
鏡
自
ら
は
言
い
難
い
の
で
、
汝
が
こ
の
こ
と
に
言
及
し
な

か
っ
た
の
は
粗
忽
の
誹
は
菟
れ
ぬ
と
、
丘
溶
は
落
正
帝
か
ら
叱
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
件
は
ま
も
な
く
寅
行
に
移
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
回
文
鏡
は

上
奏
を
上
り
、
河
南
で
は
二
薦
入
千
九
百
南
の
養
燦
を
受
け
、
充
分
で
あ
る
か
ら
と
辞
退
し
た
が
、
難
正
帝
は
許
さ
な
か
っ
た
。

此
番
添
給
之
議
。
寅
奉
朕
命
。
市
非
出
於
丘
溶
之
意
。
何
乃
如
是
竪
辞
耶
。

す
な
わ
ち
今
度
の
養
廉
銀
増
給
の
議
は
、
朕
が
命
じ
た
も
の
だ
、
丘
溶
の
意
見
に
出
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
堅
く
酔
退
す

@
 

る
の
か
と
羅
正
帝
は
い
っ
て
い
る
。
落
正
帝
の
き
め
細
い
政
治
の
や
り
方
の
一
斑
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
識
旨
〈
白
川

b
〉
薙
正
六
年
十
月
十
一
日
、
湖
南
布
政
使
越
城
の
上
奏
中
に
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其
有
署
事
粂
掻
官
員
。
雄
公
事
繁
多
。
不
無
需
費
。
但
既
有
本
任
養
廉
。
未
使
又
全
給
署
任
養
廉
。
麿
請
担
存
一
字
。
貯
司
庫
。
統
蹄
公

項
。
以
潟
地
方
公
用
。

と
あ
り
、
署
事
粂
領
官
は
す
で
に
本
任
の
養
廉
が
あ
る
か
ら
、
字
額
を
支
給
し
、
字
額
は
司
庫
に
貯
え
て
地
方
公
費
に
充
て
た
い
と
、
越
城
は

上
請
し
て
い
る
が
、
難
正
帝
は
「
督
撫
臣
と
商
酌
し
て
之
を
行
な
え
」
と
殊
批
を
興
え
て
い
る
か
ら
、
こ
の
通
り
賓
施
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

識
旨
(
町

m
b
)
湖
康
線
督
逼
柱
・
湖
北
巡
撫
趨
弘
恩
の
上
奏
に
も

至
署
事
之
員
。
既
有
本
任
養
廉
。
則
署
事
之
銀
。
麿
給
一
半
。
其
徐
一
字
。
留
充
公
用
。

と
見
え
、
同
様
の
こ
と
を
上
請
し
て
い
る
が
、
難
正
帝
は
次
の
よ
う
に
殊
批
を
下
し
て
い
る
。
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拳
凡
直
省
此
等
奏
請
。
朕
襲
付
之
一
貫
而
己
。
是
嘗
輿
否
在
汝
等
乗
公
酪
酌
耕
理
也
。
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朕
は
奏
請
を
一
貫
す
る
の
み
、

ぅ
。
先
に
掲
げ
た
諸
例
か
ら
考
え
る
と
、
乗
務
官
の
養
廉
銀
額
は
大
韓
本
任
の
宇
分
と
い
う
の
が
、

す
な
わ
ち
、

汝
等
が
公
卒
に
劃
酌
し
て
耕
理
せ
よ
、

と
い
っ
て
い
る
か
ら
、

こ
の
ま
ま
賓
施
さ
れ
た
で
あ
ろ

め
や
す
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
牟
分
は
公
費
と
し
て
使
用
す
る
た
め
に
、
司
庫
に
貯
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

た
の
で
あ
る
。
論
旨
(
担
部
b
)
礎
知
正
六
年
入
月
二
十
六
日
、
四
川
巡
撫
憲
徳
の
上
奏
中
に
も

査
川
省
各
官
養
廉
内
。
有
離
任
之
員
。
市
接
任
官
未
及
到
任
之
目
。
向
有
裁
瞭
銀
雨
一
項
。
原
令
布
政
司
清
査
季
報
。
以
充
本
省
公
用
之

需。

と
見
え
、
四
川
省
で
は
官
僚
が
離
任
し
、
接
任
官
が
到
任
し
な
い
と
、
離
任
し
た
官
僚
の
養
廉
銀
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
裁
瞭
銀
と
稿

し
、
遁
省
の
公
用
に
充
嘗
し
た
と
い
う
。
ま
た
識
旨
(
品
目

a
)
礎
知
正
十
二
年
五
月
十
八
日
、
四
川
巡
撫
都
昌
の
上
奏
中
に
も

基
願
一
堰
。
若
得
修
築
疏
溶
。
:
:
:
甚
有
棒
盆
。
請
於
各
官
養
廉
裁
瞭
銀
雨
内
。
動
支
六
百
雨
。
委
官
督
修
。
接
貿
造
報
。

つ
ま
り
使
用
し
壷
せ
ぬ
養
廉
銀
は
、
地
方
公
費
に
ま
わ
さ
れ

と
あ
り
、
墓
願
堰
を
疏
溶
す
る
た
め
に
、
養
廉
の
裁
瞭
銀
を
使
用
せ
ん
こ
と
を
上
請
し
て
い
る
が
、
難
正
帝
は
「
水
利
を
輿
修
す
る
は
、
原
と

善
事
に
係
る
」
と
い
う
殊
批
を
典
え
て
い
る
か
ら
、
、
裁
可
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

な
お
少
し
時
代
は
下
る
が
、
高
宗
貫
録
各
一
三
四
九
、
乾
隆
五
十
五
年
二
月
葵
酉
の
僚
に

〔
両
廉
総
督
〕
一
幅
康
安
前
以
木
植
一
案
。
罰
綴
養
廉
公
俸
。
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と
あ
り
、
雨
康
纏
督
一
幅
康
安
は
、
木
植
事
件
(
糧
船
〉
に
連
坐
し
、
罰
と
し
て
養
廉
公
俸
の
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
。

六
、
乾
隆
五
十
一
年
十
月
壬
寅
の
上
誌
に
、
邪
数
入
卦
舎
の
首
犯
が
一
人
も
寧
獲
さ
れ
ぬ
こ
と
を
述
べ
た
後
に

所
有
直
隷
・
山
東
・
河
南
三
省
。
督
撫
藩
泉
。
除
新
補
人
員
外
。
倶
著
停
其
養
廉
。
不
准
支
領
。

ま
た
同
書
巻
二
一
六

と
あ
り
、
直
隷
・
山
東
・
河
南
三
省
の
総
督
・
巡
撫
・
布
政
使
・
按
察
使
の
、
新
し
く
補
任
し
た
者
を
除
き
、
そ
の
養
廉
銀
の
支
給
を
停
止
せ

よ
と
命
じ
て
い
る
。
以
上
の
諸
例
は
乾
隆
時
代
の
も
の
で
あ
る
が
、
難
正
時
代
に
も
、
慮
罰
を
受
け
た
官
僚
の
養
廉
銀
は
、
一
時
、
停
止
さ
れ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
養
廉
銀
も
恐
ら
く
一
地
方
公
費
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。



以
上
に
よ
っ
て
使
用
L
議
せ
ぬ
養
廉
銀
は
公
費
と
し
て
で
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

し
か
し
省
分
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
と
反
劃
に
、
年
に
よ
り
定
額
の
養
廉
銀
額
に
達
せ
ぬ
地
方
も
あ
っ
た
。
議
旨
(
お

η
b
〉
難
正
九
年
正
月

二
十
入
目
、
雲
貴
麿
西
纏
督
都
爾
泰
の
上
奏
中
に
、
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

地
丁
糧
米
耗
羨
。
係
有
常
額
。
猶
不
致
鍛
少
。
税
羨
一
項
。
盈
縮
不
常
。
不
能
以
一
時
査
出
之
数
。
途
魚
定
額
。
是
以
賞
石
雄
培
任
内
。

本
年
卸
歓
銀
九
千
一
百
六
十
徐
雨
。
不
得
己
。
議
時
各
官
養
廉
。
九
担
給
設
。
向
有
不
止
九
相
者
。

す
な
わ
ち
貴
州
省
で
は
地
丁
糧
米
の
耗
羨
が
少
な
く
、
税
羨
が
養
廉
銀
の
重
要
な
財
源
で
あ
っ
た
。
耗
羨
は
毎
年
大
睦
常
額
が
得
ら
れ
る
が
、

税
羨
は
商
業
の
盛
衰
と
関
係
が
あ
り
、
不
景
気
に
な
る
と
減
少
す
る
。
石
理
暗
の
任
内
〈
薙
正
三
年
〉
税
羨
が
歓
少
し
た
た
め
に
、
各
官
の
養

廉
を
九
掛
あ
る
い
は
九
掛
以
下
に
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
養
廉
銀
を
減
額
支
給
し
た
例
は
、
潅
正
殊
批
議
旨
の
中
に
は
、
こ
れ
だ

け
し
か
、
震
見
し
え
な
か
っ
た
が
、
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
場
合
も
、
か
な
り
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

...J-
J、
養
廉
銀
の
使
途
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)
 

唱
ム(
 

日
用
薪
水
費

養
廉
銀
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
元
来
、
地
方
官
に
興
え
ら
れ
た
職
務
俸
で
あ
る
が
、
し
か
し
公
私
の
別
が
は
っ
き
り
せ
ず
、

地
方
官
の

私
生
活
だ
け
で
な
く
、
街
門
の
修
理
や
諸
種
の
公
務
の
た
め
に
も
使
用
さ
れ
た
。
こ
の
動
、
街
門
の
公
費
と
医
別
し
が
た
い
所
も
あ
る
。
そ
れ

で
は
養
廉
銀
の
使
途
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
議
旨
ハ
位
百
b
)
薙
正
八
年
九
月
初
六
日
、
漸
江
線
督
李
衡
の
上
奏
中
に
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斯
省
恩
賞
各
官
養
廉
銀
南
一
案
。
原
議
督
撫
南
街
門
。
除
養
賭
家
ロ
本
身
用
度
。
延
幕
緋
事
外
。
向
有
各
項
公
務
之
需
。

と
見
え
る
。
養
廉
銀
は
家
口
の
養
賭
と
本
身
の
用
度
、
す
な
わ
ち
官
僚
の
個
人
的
経
費
と
幕
友
の
束
備
、
つ
ま
り
幕
友
の
謝
積
金
と
各
種
の
公



374 

務
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
。
養
廉
銀
の
使
途
は
大
別
す
る
と
こ
の
三
項
目
に
な
る
。
も
っ
と
も
家
口
の
う
ち
に
は
家
人
が
含
ま
れ
る
。
家
人
は

官
僚
の
私
生
活
の
仕
事
も
す
る
が
街
門
内
の
公
務
に
も
携
わ
る
の
で
、
家
人
に
劃
す
る
経
費
は
私
用
か
公
用
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
は
な

こ
こ
で
は
一
腰
私
費
の
う
ち
に
含
め
て
論
を
進
め
る
。
な
お
以
上
の
三
項
目
を
示
す
例
を
記
る
す
と
、

b
〉
礎
知
正
六
年
五
月
初
十
日
、
一
隅
建
巡
撫
朱
綱
の
上
奏
中
に
、
都
爾
泰
の
言
を
引
い
て
、
・
次
の
よ
う
に
い
う
。

捷
都
爾
泰
云
。
所
得
養
廉
銀
雨
。
督
臣
街
門
興
臣
街
門
無
異
。
臣
方
敢
於
牧
受
。
泊
皇
上
天
恩
。
以
魚
稿
賞
丘
ハ
弁
・
幕
賓
東
惰
・
日
用
薪

水
並
赴
聞
盤
纏
等
費
。

は
だ
陵
昧
に
な
る
が
、

議
旨
(
ロ
引

す
な
わ
ち
兵
弁
を
輔
賞
す
る
費
と
、
赴
闘
の
盤
握
、
幕
賓
の
束
備
と
は
と
も
に
公
費
に
嘗
る
。

日
用
薪
水
は
も
ち
ろ
ん
官
僚
の
私
生
活
費
で
あ

る
そ
れ
で
は
養
廉
銀
中
、
私
生
活
経
費
は
一
世
ど
の
位
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
官
僚
個
人
の
性
格
、
そ
の
地
位
、
時
代
に

よ
っ
て
異
る
が
、
若
干
の
具
種
的
な
例
を
示
そ
う
。
議
旨
(
羽
田
b
)
薙
正
九
年
十
一
月
初
十
日
、
南
江
綿
督
官
同
其
停
の
上
奏
に
劃
す
る
礎
体
正
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帝
の
株
批
に

都
爾
泰
到
京
。
援
奏
。
家
口
薪
水
之
費
。
寓
金
委
属
過
多
。
毎
月
以
五
百
金
計
之
。

一
年
六
千
金
。
佳
敷
用
度
。
云
云
。

と
あ
り
、
雲
貴
総
督
で
あ
っ
た
都
爾
泰
が
都
に
障
り
、
務
正
帝
に
劃
し
て
、

家
ロ
薪
水
費
は
年
間
六
千
南
も
あ
れ
ば
充
分
で
あ
る
と
報
告
し
て

い
る
。
先
き
に
表
示
し
た
よ
う
に
(
第
六
表
〉
薙
正
六
年
、
雲
貴
線
督
都
爾
泰
の
養
廉
銀
額
は
一
高
七
千
両
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
三
十
五
%
が

雲
貴
総
督
の
私
生
活
費
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
論
旨
(
日
目
a
)
薙
正
七
年
三
月
十
二
日
、
蘭
州
巡
撫
許
容
の
上
奏
中
に

査
臣
街
門
。
向
有
養
廉
銀
一
高
一
千
九
百
齢
雨
。
:
:
:
叉
有
親
丁
馬
糧
四
十
五
分
。
内
分
給
臣
街
門
筆
帖
式
十
五
分
。
向
有
糧
三
十
分
。

歳
支
銀
七
百
王
十
雨
。
糧
料
四
百
五
石
。
:
:
:
今
約
略
計
算
。
毎
年
賓
摺
進
京
往
逗
路
費
。
設
臣
街
門
心
紅
・
紙
張
・
本
摺
箱
匝
。
及
本

標
城
守
三
替
考
験
稿
賞
・
幕
賓
東
僑
・
家
人
工
食
。
約
需
銀
七
千
三
四
百
雨
。
向
徐
銀
五
千
絵
雨
。
弁
所
有
糧
料
。
馬
一
切
薪
水
日
用
之



費。

と
あ
り
、
蘭
州
巡
撫
の
養
廉
銀
額
は
一
高
一
千
九
百
融
商
、
そ
の
う
ち
公
費
・
東
備
費
が
七
千
三
四
百
齢
雨
、
な
お
五
千
絵
雨
並
び
に
糧
料
を

薪
水
日
用
の
費
と
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
あ
る
。
親
丁
馬
糧
は
し
ば
ら
く
除
外
し
、
養
廉
銀
だ
け
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
薪
水
日
用
費
は
そ
の

四
十
二
%
に
嘗
っ
て
い
る
。

ま
た
識
旨

(
m
m
b
)
礎
知
正
三
年
四
月
初
三
日
、
江
西
布
政
使
常
徳
書
の
上
奏
中
に

除
臣
街
門
一
切
公
用
約
共
銀
四
千
五
百
雨
。
又
臣
幕
賓
束
惰
一
千
五
百
雨
。
毎
年
共
該
用
銀
六
千
雨
。

多
。
線
不
過
三
二
千
雨
。

と
見
え
、
江
西
布
政
使
で
は
公
費
六
千
南
に
劉
し
、
日
用
薪
水
費
は
二
三
千
両
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
。
三
千
南
と
す
れ
ば
日
用
薪
水
費
は

三
十
三
%
と
な
り
、
二
千
両
と
す
れ
ば
二
十
五
%
と
な
る
。

以
上
の
例
は
わ
ず
か
三
例
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
線
督
、
巡
撫
、
布
政
使
と
い
っ
た
高
級
の
地
方
官
の
例
で
あ
る
が
、

地
方
官
に
あ
っ
て
は
、
私
生
活
費
は
養
廉
銀
額
中
、
大
笹
三
、
四
割
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

:
:
:
至
於
臣
日
用
薪
水
等
費
無

こ
れ
に
よ
っ
て
、
高
級
の

一79一

日
用
薪
水
と
は
官
僚
の
私
生
活
費
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
先
掲
の
史
料
に
本
身
用
度
、
家
ロ
養
賭
費
、
家
人
工
食
と
あ
る
の
は
そ
の
主
な
も

の
で
あ
ろ
う
。
な
お
論
旨
(
訂
お
a
)
礎
知
正
七
年
二
月
二
十
四
日
、
雲
貴
庚
西
総
督
都
爾
泰
の
上
奏
中
に
、
養
廉
銀
の
使
途
を
述
べ

臣
曾
用
七
百
雨
。
噴
出
奮
典
老
屋
。
再
添
数
百
雨
。
訴
造
装
修
。
魚
臣
祖
父
。
改
置
洞
堂
。
並
用
九
百
徐
雨
。
再
於
墳
国
立
碑
三
通
。
以

表
祖
父
墓
道
。

と
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
奮
典
の
老
屋
を
買
戻
し
て
こ
れ
を
修
理
し
、
あ
る
い
は
祖
父
の
洞
堂
を
改
置
し
、
墓
道
を
標
示
す
る
石
碑
を
建

て
る
費
用
等
に
も
養
廉
銀
は
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
論
旨
(
沼
田
b
)
潅
正
九
年
五
月
初
回
目
、
河
東
綿
督
回
文
鏡
の
上
奏
中
に
も

臣
蒙
皇
上
恩
賜
養
廉
。
徐
剰
銀
雨
。
意
欲
即
買
此
屋
。
令
家
口
往
彼
居
住
。
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援
奏
。
欲
置
屋
保
定
。
安
頓
家
口
。
倶
無
不
可
。

と
あ
り
、
河
東
線
督
田
文
鏡
が
病
気
の
た
め
上
京
し
、
家
族
を
住
ま
わ
せ
る
た
め
に
、
養
廉
銀
を
も
っ
て
保
定
に
家
屋
を
求
め
ん
と
上
奏
し
て

い
る
が
、
潅
正
帝
は
こ
れ
を
許
可
し
て
い
る
。

と
も
か
く
日
用
薪
水
費
は
官
僚
の
私
生
活
費
で
あ
っ
て
、
輿
え
ら
れ
た
養
廉
銀
の
三
四
割
を
占
め
て
い
た
。
こ
れ
だ
け
の
額
が
あ
れ
ば
、
官

僚
の
私
生
活
は
徐
裕
が
あ
り
、
か
な
り
、
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
た
ら
し
い
。
論
旨
(
口
4
b
)
務
正
四
年
七
月
十
三
日
、
山
東
布
政
使
張
保
の

上
奏
中
に

臣
蒙
聖
恩
。
賞
給
養
廉
銀
雨
。

日
用
衣
食
。
全
蒙
飽
媛
。

と
あ
り
、
養
廉
銀
を
支
給
さ
れ
て
か
ら
、
日
用
の
衣
食
が
飽
爆
を
蒙
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
決
し
て
薙
正
帝
に
劃
す
る
蝿
僻
で
は
な
か

ろ
う
。
山
東
布
政
使
の
養
廉
銀
額
は
一
高
南
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
三
四
割
は
三
四
千
雨
に
な
る
。
こ
れ
だ
け
の
生
活
費
が
俸
給
以
外
に
あ
れ

ば
、
生
活
は
ゆ
っ
く
り
し
た
は
ず
で
あ
る
。
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
は
上
級
の
地
方
官
に
つ
い
て
の
例
で
あ
る
が
、
下
級
の
地
方
官
も
俸
給
の
数
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倍
の
養
廉
銀
を
支
給
さ
れ
る
。
し
か
も
、
下
級
の
地
方
官
に
な
れ
ば
な
る
だ
け
、
責
任
も
軽
く
、
公
務
の
た
め
に
養
廉
銀
を
支
出
す
る
こ
と
も

殆
ん
ど
な
く
、
養
廉
銀
は
殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
私
生
活
費
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
養
廉

銀
の
支
給
に
よ
っ
て
、
官
僚
の
私
生
活
は
一
臆
安
定
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(2) 

幕
友
の
東
惰

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
養
廉
銀
の
使
途
に
は
官
僚
の
私
生
活
費
、
公
務
の
費
と
と
も
に
幕
友
招
聴
の
費
が
、
重
要
な
項
目
と
な
っ
て
い

た
。
線
督
・
巡
撫
以
下
知
府
・
知
州
・
知
蘇
に
至
る
ま
で
、
長
官
を
輔
佐
し
、
膏
吏
を
監
督
す
る
た
め
に
幕
友
が
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。
州
廓

官
の
幕
友
の
仕
事
は
刑
名
・
銭
穀
・
書
啓
・
掛
競
・
徴
比
の
五
種
が
あ
り
、
繁
劇
の
地
で
は
十
絵
人
、
筒
地
で
は
数
名
、
少
な
く
と
も
刑
名
・
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銭
穀
の
二
名
は
是
非
と
も
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
。
議
旨
(
四
川
崎
b
)
落
正
八
年
四
月
十
↓
目
、
贋
東
布
政
使
王
士
俊
の
上
奏
に

臣
前
魚
河
南
祥
符
鯨
知
照
時
。
刑
名
・
銭
穀
。
案
膿
紛
繁
。
必
需
幕
賓
。
以
賛
助
理
。

と
あ
り
、
王
土
俊
が
曾
て
河
南
省
鮮
符
蘇
の
知
鯨
た
り
し
時
、
刑
名
・
銭
穀
の
書
類
が
繁
雑
で
あ
っ
た
の
で
、
幕
友
を
招
い
て
助
理
さ
せ
た
と

い
っ
て
い
る
ブ
州
蘇
で
は
最
少
限
二
人
の
幕
友
は
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
州
鯨
幕
友
の
束
備
は
乾
隆
の
始
め
頃
、
一
年
に
百
南
で
あ

っ
た
と
い
凡
か
ら
、
二
百
雨
あ
れ
ば
二
人
の
幕
友
を
招
く
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
難
正
時
代
、
知
州
鯨
の
養
廉
銀
は
大
州
鯨

で
千
二
百
雨
、
小
州
牒
で
は
入
百
雨
、
貴
州
省
等
法
境
で
は
四
五
百
雨
の
も
の
も
あ
っ
た
が
、
と
も
か
く
二
人
の
幕
友
を
招
轄
す
る
こ
と
は
充

分
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
漫
境
の
州
牒
で
は
東
備
も
数
十
雨
で
も
な
り
手
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
以
上
の
数
字
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
養
廉
銀
中
に
占
め
る
東
備
の
額
の
割
合
は
大
き
い
。
い
ま
慢
に
小
州
鯨
の
養
廉
銀
八
百
雨

中
、
幕
友
最
低
限
二
人
の
束
備
を
二
百
雨
と
す
る
と
、
養
廉
銀
中
二
十
五
%
が
東
備
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
質
際
に
は
幕
友
の
数
は
も
っ
と
多

い
の
で
、
養
廉
銀
中
に
占
め
る
東
傭
額
の
割
合
は
も
っ
と
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
先
に
も
引
用
し
た
が
、
江
西
布
政
使
常
徳
需
の
養
廉
銀
八

九
千
雨
中
、
束
備
は
千
五
百
南
あ
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
束
備
は
養
廉
銀
中
十
七
%
乃
至
十
九
%
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
東
備
は
数
名
の
者
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の
合
計
で
あ
る
が
、
州
豚
の
束
僑
よ
り
、
養
廉
銀
中
に
占
め
る
割
合
は
低
い
。

そ
れ
は
高
官
に
な
る
ほ
ど
養
廉
銀
支
給
の
割
合
は
大
き
く
な
る

が
、
幕
友
の
東
備
は
社
曾
的
な
通
念
が
あ
り
、
高
官
の
幕
友
だ
か
ら
と
い
?
て
そ
れ
に
比
例
し
て
東
備
が
多
く
な
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
従

っ
て
州
豚
等
下
級
の
地
方
官
ほ
ど
、
養
廉
銀
中
、
束
備
に
支
梯
う
割
合
は
大
き
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
養
廉
銀
中
、
幕

友
に
支
梯
う
東
備
の
額
は
相
嘗
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
近
世
中
園
の
地
方
政
治
に
お
い
て
幕
友
の
地
位
が
い
か

に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
い
い
か
え
る
と
官
僚
の
性
格
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
端
的
に
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

)
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地
方
街
門
に
は
公
費
が
あ
り
、
地
方
行
政
の
運
営
費
と
し
て
諸
種
の
方
面
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
岩
見
宏
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ

る
ゆ
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
述
べ
よ
う
と
す
る
養
廉
銀
は
、
元
来
、
地
方
街
門
に
お
い
て
、
公
費
と
は
別
枠
の
項
目
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
買
際
に
は
公
費
と
殆
ん
ど
饗
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
公
費
と
し
て
も
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
養
廉
銀
の
公
費
と
し
て
使
用
さ
れ
た
使
途

は
多
岐
に
互
り
、
ま
た
上
級
下
級
の
街
門
に
よ
っ
て
も
異
る
が
、
い
ま
主
要
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、
第
一
に
は
街
門
の
維
持
費
で
あ
る
。
こ
れ

は
大
別
す
る
と
、
建
物
の
維
持
費
と
人
件
費
と
に
分
れ
る
。
誌
旨
(
日
M
b
)
夜
間
正
五
年
二
月
初
一
目
、
贋
東
布
政
使
常
賓
の
上
奏
中
に
、
養

廉
銀
の
使
途
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

臣
家
口
衣
食
用
度
・
幕
賓
束
惰
・
併
修
理
街
暑
庫
融
等
項
。
共
用
去
銀
入
千
八
百
蝕
雨
。

つ
ま
り
慶
東
布
政
使
で
は
街
門
や
庫
臓
の
修
理
費
が
、
養
廉
銀
の
重
要
な
使
途
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
。

十
月
初
二
日
、
巡
瞳
御
史
葬
鵠
立
の
上
奏
中
に
、
養
廉
銀
の
使
途
を
述
べ
た
中
で

摘
造
新
設
巡
瞳
守
備
・
把
綿
駐
割
街
署
・
兵
丁
営
房
。
動
用
銀
八
百
雨
。

ま
た
識
旨
(
日
3
b
)
礎
知
正
二
年

の
如
く
い
っ
て
い
る
。
街
門
や
兵
丁
の
替
房
の
新
設
に
も
養
廉
銀
が
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

日
、
江
南
総
督
越
弘
思
の
上
奏
中
に
養
廉
銀
の
使
途
に
つ
い
て

製
耕
管
中
器
物
。
粘
補
街
著
。

と
あ
り
、
街
署
の
粘
補
と
と
も
に
器
物
等
の
製
作
費
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
識
旨
(
訂
印

a
)
薙
正
十
二
年
八
月
初
六
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次
に
街
門
内
の
人
件
費
で
あ
る
。
論
旨
(
印
百

a
)
礎
知
正
七
年
十
一
月
初
回
目
、
蘇
州
布
政
使
高
斌
の
上
奏
中
に
、

街
門
に
封
鎖
さ
れ
た
書

耕
に
つ
い
て
述
べ
た
後
に

分
住
各
房
書
耕
。
巴
於
七
月
十
一
日
。
封
鎖
閥
防
。
其
所
需
薪
水
之
費
。
於
思
賞
臣
養
廉
一
蔦
雨
内
。

一
年
賞
給
衆
書
耕
銀
一
千
雨
。
按

月
散
給
。

と
あ
り
、
封
鎖
さ
れ
た
書
耕
の
薪
水
費
と
し
て
、
蘇
州
布
政
使
高
斌
は
、
養
廉
銀
一
高
雨
中
か
ら
、

一
千
南
を
割
い
て
輿
え
て
い
る
。
ま
た
議



旨
〈
川
崎
お
b
〉
薙
正
三
年
十
月
初
ニ
目
、
副
総
河
奮
曾
錆
の
上
奏
中
に

副
綿
河
有
巡
査
南
岸
工
程
。
稽
査
鐘
糧
之
責
。
出
門
車
馬
・
船
隻
・
幕
賓
・
書
吏
・
従
役
飯
食
。

、及
紙
張
等
物
。
倶
不
能
無
費
。

と
あ
り
、
副
締
河
に
は
、
工
程
を
巡
査
し
、
銭
糧
を
稽
査
す
る
責
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
車
馬
船
隻
の
費
、
幕
友
の
束
備
、
書
吏
、
、
役
人
に
劃

す
る
飯
食
銀
、
そ
の
他
紙
張
等
の
事
務
費
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
養
廉
銀
を
交
付
し
て
ほ
し
い
と
上
請
し
た
る
に
劃
し
、
薙
正
帝
は
「
養
廉
之

需
。
安
可
一
日
鉄
乏
。
」
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
裁
可
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
書
吏
や
役
人
の
飯
食
銀
も
養
廉
銀
内

か
ら
支
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
は
街
門
の
運
営
費
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
放
費
、
稿
努
費
、
事
務
費
等
が
あ
る
。
諒
一
回
目

(
O
m
m
a
)
羅
正
十
年
正
月
十
二
日
、
康
西
巡

撫
金
鉄
の
上
奏
に

臣
自
任
巡
撫
以
来
。
蒙
思
添
給
養
廉
共
銀
λ
千
四
百
雨
。
:
:
:
毎
有
調
遁
差
使
・
文
武
労
賞
・
摘
価
等
項
。

と
あ
り
、
康
西
巡
撫
金
鉄
は
、
旗
費
、
文
武
の
労
賞
、
摘
岨
を
養
廉
銀
の
重
要
な
使
途
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
論
旨
〈
町
筋

a
)
薙
正
十

二
年
λ
月
初
六
日
、
江
南
総
督
趨
弘
恩
の
上
奏
中
に
、
総
督
の
養
廉
銀
の
主
な
使
途
を
あ
げ
て

賞
兵
・
及
製
耕
管
中
器
物
・
粘
補
街
箸
・
差
委
盤
費
。
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と
い
い
、
賞
兵
・
器
物
費
・
街
門
粕
補
の
費
の
ほ
か
、
旋
費
を
そ
の
一
つ
に
あ
げ
て
い
る
。

福
建
巡
撫
朱
綱
の
上
奏
中
に
も
、
養
廉
銀
の
使
途
を
あ
げ

稿
賞
兵
弁
・
幕
賓
束
惰
・
日
用
薪
水
並
祉
関
盤
纏
等
費
。

ま
た
議
旨
ハ
ロ

w
b
)
薙
正
六
年
五
月
初
十
日
、

丘
ハ
弁
の
輔
賞
、
幕
友
の
東
筒
、
日
用
薪
水
の
ほ
か
に
旗
費
を
計
上
し
て
い
る
。
以
上
の
史
料
に
よ
っ
て
、
披
費
と
文
武
兵
弁
に
射
す
る
稿
賞
費

が
、
養
廉
銀
の
重
要
な
使
途
で
あ
っ
た
こ
と
が
剣
明
す
る
。
以
上
の
三
例
は
巡
撫
の
場
合
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
下
級
の
地
方
官
に
お
い
て
も
同

様
で
あ
ろ
う
。
論
旨
(
お
節
b
)
湖
南
辰
一
抗
靖
準
王
柔
の
上
奏
に
は

蒙
恩
賜
五
千
金
養
廉
。
以
篤
稿
賞
之
需
。
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と
見
え
、
道
員
王
柔
に
稿
賞
の
需
と
し
て
、
養
廉
銀
五
千
雨
を
興
与
え
て
い
る
。
湖
南
土
司
経
営
の
た
め
で
あ
る
。
ま
た
論
旨

(
u
m
b〉
薙
正

七
年
十
一
月
十
七
日
、
署
理
一
幅
建
総
督
・
巡
撫
劉
世
明
の
上
奏
中
に
は
、
一
踊
建
の
知
府
の
養
廉
が
道
員
よ
り
多
い
理
由
を
述
べ
て

知
府
一
官
。
職
司
民
牧
。
:
:
:
及
巡
歴
勝
治
。
察
盤
倉
庫
等
項
。
往
来
費
用
。
過
於
道
員
。

と
あ
り
、
知
府
は
豚
治
を
巡
歴
し
、
倉
庫
を
盤
査
す
る
た
め
に
、
放
費
は
道
員
よ
り
も
多
い
と
い
っ
て
い
る
。
と
も
か
く
放
費
・
稿
労
費
は
街

門
運
営
の
重
要
な
項
目
で
あ
り
、
養
廉
銀
が
そ
れ
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

次
に
事
務
費
で
あ
る
。
議
旨
(
口
問
b
)
薙
正
五
年
八
月
十
六
日
、
快
西
巡
撫
張
保
の
上
奏
中
に

撫
臣
街
門
心
紅
・
紙
張
等
項
。
:
:
:
於
臣
養
廉
内
摘
備
。

と
あ
り
、
陳
西
巡
撫
街
門
の
心
紅
・
紙
張
の
費
を
巡
撫
の
養
廉
内
か
ら
支
出
し
て
い
る
。
ま
た
識
旨
(
却
却
b
)
礎
体
正
二
年
十
一
月
初
九
日
、

署
理
河
南
巡
撫
・
布
政
使
田
文
鏡
の
上
奏
内
に

署
内
勺
水
。
亦
係
思
賞
養
廉
銀
雨
買
用
。

と
見
え
、
布
政
司
街
門
の
勺
水
を
養
際
銀
を
も
っ
て
購
入
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
街
門
の
諸
種
の
設
備
費
に
も
養
廉
銀
は
支
出
さ
れ
た
も
の
と
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思
わ
れ
る
。

な
お
街
門
の
常
時
の
運
営
費
で
は
な
い
が
、

特
別
な
も
の
と
し
て
、

無
著
高
空
の
抵
補
が
あ
る
。

議
旨
(
川
柏
市
b
〉
薙
正
八
年
九
月
初
六

目
、
漸
江
組
督
管
巡
撫
事
李
衛
の
上
奏
に

今
新
省
従
前
題
明
未
完
無
著
酪
空
銀
雨
。
己
持
存
留
臣
巡
撫
街
門
養
燦
銀
。
潅
正
六
七
南
年
分
。
共
二
寓
雨
。

八
年
分
二
千
五
百
雨
。
以

之
添
補
。
悉
経
全
数
清
完
。

と
あ
り
、
断
江
総
督
管
巡
撫
事
の
李
衡
は
、
巡
撫
街
門
の
養
廉
銀
を
も
っ
て
、
無
著
の
臨
空
二
蔦
二
千
五
百
雨
を
補
填
し
て
い
る
。

(
臼

M
m
a
〉
漸
江
綿
督
程
元
章
の
上
奏
に
も

至
恩
賞
誕
撫
毎
年
養
廉
銀
一
真
雨
。
存
於
蕃
庫
。
抵
補
従
前
無
著
蕗
空
。
治
後
臨
空
己
鰹
補
足
。

ま
た
論
旨



と
見
え
、
新
江
巡
撫
の
養
廉
銀
一
高
南
を
藩
庫
に
存
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
従
前
の
無
著
蔚
空
を
抵
補
し
、
後
に
全
完
し
た
と
い
っ
て
い
る
。

不
時
の
支
出
と
し
て
は
賑
済
銀
が
あ
る
。
議
旨
(
日
目

a
〉
権
問
正
八
年
十
月
三
十
二
日
、
暫
署
雨
江
総
督
史
胎
直
の
上
奏
中
に

其
離
城
遁
遠
。
運
米
不
及
者
。
臣
等
各
揖
養
廉
銀
。
先
行
賑
給
。
以
済
燃
眉
。

と
あ
り
、
総
督
の
養
廉
銀
を
摘
出
し
て
賑
倒
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
論
旨

(
0
3
b
〉
ん潅
正
六
年
六
月
初
九
日
、

政
使
丘
溶
の
上
奏
に
も

山
東
布
政
使
調
任
山
西
布

再
査
。
巡
撫
陳
世
信
有
摘
存
養
廉
銀
四
千
七
百
二
十
九
雨
零
。
布
政
使
張
保
有
摘
存
署
按
祭
司
任
内
養
廉
銀
四
千
六
百
一
十
雨
零
。
遁
計

養
廉
銀
九
千
三
百
三
十
九
南
零
。
留
以
補
還
摘
賑
銀
穀
。

と
あ
り
、
山
東
巡
撫
陳
世
倍
、
布
政
使
張
保
の
養
廉
銀
よ
り
摘
出
せ
る
銀
九
千
三
百
三
十
九
南
を
も
っ
て
、

賑
済
の
銀
穀
を
補
還
し
て
い
る
。

無
著
廃
空
や
賑
済
費
は
常
時
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

そ
の
額
が
大
き
い
の
が
注
目
さ
れ
る
。

な
お
以
上
の
外
、
布
政
司
・
按
察
司
等
の
地
方
街
門
が
、
中
央
の
六
部
に
奏
舗
を
求
め
る
際
に
は
、
飯
食
銀
を
届
け
る
。

@
 

し
て
い
る
が
、
公
費
も
し
く
は
養
廉
銀
内
か
ら
支
出
さ
れ
た
。
議
旨

(
u
m
m
b
)
直
隷
情
聴
督
宜
兆
熊
の
上
奏
中
に

按
察
司
街
門

3

毎
年
刑
名
飯
食
銀
六
百
雨
。
雁
聴
該
司
於
養
廉
内
。
自
行
支
給
。

こ
れ
を
部
費
と
稿
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と
あ
り
、
中
央
の
刑
部
に
選
る
飯
食
銀
は
按
察
使
の
養
廉
銀
内
よ
り
支
給
す
る
こ
と
を
上
請
し
て
い
る
が
、
薙
正
帝
は
「
在
爾
等
酌
量
魚
之
」

と
い
う
殊
批
を
輿
え
て
い
る
。
ま
た
論
旨

(
3
山

a
)
、
難
正
八
年
正
月
初
十
日
、
河
南
河
遁
綿
督
孔
航
殉
の
上
奏
中
に
は

南
河
毎
年
腫
解
飯
食
銀
一
高
七
千
六
百
五
十
両
。
係
奏
明
養
廉
之
項
。
催
令
解
部
。
経
前
署
河
臣
晋
ノ纏
善
。
行
令
准
揚
・
准
徐
二
道
。
轄

筋
起
解
。

と
あ
り
、
工
部
の
飯
食
銀
は
河
臣
が
遭
員
に
命
じ
、
関
係
官
に
轄
筒
し
て
養
廉
銀
内
よ
り
起
解
さ
せ
た
と
い
う
。

以
上
、
地
方
街
門
の
維
持
費
、
運
営
費
、
特
別
費
等
に
分
っ
て
、
養
廉
銀
の
使
途
に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え
た
。
以
上
は
主
要
な
も
の
に
つ

い
て
述
べ
た
の
に
止
り
、
そ
の
ほ
か
、
瞳
災
、
水
利
事
業
、
そ
の
他
、
各
種
の
方
面
に
養
廉
銀
が
地
方
行
政
費
と
し
て
使
用
さ
れ
た
わ
け
で
あ
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る
が
、
公
費
と
重
複
す
る
場
合
が
多
い
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
だ
け
に
止
め
て
お
く
。

以
上
、
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
養
廉
銀
は
地
方
街
門
の
維
持
と
運
営
に
は
、
鉄
く
こ
と
の
で
き
ぬ
重
要
な
公
費
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
こ
と
と
思
う
。
し
か
も
、
官
僚
が
俸
給
に
数
倍
乃
至
百
十
数
倍
す
る
養
廉
銀
を
支
給
さ
れ
、

官
僚
の
綱
紀
を
振
粛
す
る
上
に
お
い
て
、
か
な
り
の
成
果
を
あ
げ
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
生
活
が
一
腹
安
定
し
た
こ
と
は
、

七

む

す

び

以
上
、
養
廉
銀
の
起
原
と
沿
革
、
養
廉
銀
の
財
源
、
養
廉
銀
額
、
養
廉
銀
制
度
、
養
廉
銀
の
使
途
の
五
章
に
わ
た
っ
て
、
養
廉
銀
の
賓
態
を

分
析
し
て
き
た
。
こ
の
制
度
は
羅
正
帝
の
軍
機
虚
の
設
立
、
地
丁
併
徴
の
制
、
太
子
密
建
法
の
制
定
と
と
も
に
、
劃
期
的
な
意
義
を
も
つ
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
制
度
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
地
方
官
が
闇
々
裏
に
懐
に
し
て
い
た
耗
羨
銀
や
晒
規
が
明
る
み
に
出
さ
れ
て
規
制
さ
れ
、
そ
の
額

が
軽
減
さ
れ
た
こ
と
は
、
人
民
に
と
っ
て
は
大
き
な
恩
恵
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
地
方
経
費
が
一
躍
明
確
化
し
、
濠
算
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
地
方

行
政
賓
施
の
上
に
お
い
て
、
大
き
な
準
歩
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
こ
れ
ま
で
後
暗
い
方
法
で
官
僚
の
生
活
を
支
え
て
い
た
耗
羨
や
阻
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一
慮
、
布
政
司
庫
に
提
解
さ
れ
、
養
廉
銀
と
し
て
公
卒
に
ポ
ス
ト
の
繁
簡
衝
僻
に
鷹
じ
て
更
め
て
支
給
さ
れ
た
こ
と
は
、
地
方
官
の
生

計
を
一
臆
安
定
せ
し
め
、
黒
い
霧
に
つ
つ
ま
れ
た
従
来
の
官
場
に
あ
る
明
か
る
さ
を
も
た
ら
し
、
官
界
の
粛
清
に
役
立
っ
た
こ
と
は
疑
い
を
容

規
が
、

れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
養
廉
銀
は
俸
給
の
数
倍
か
ら
百
十
数
倍
に
も
及
び
、
官
僚
は
こ
れ
に
よ
っ
て
生
活
は
一
臆
安
定
し
た

と
は
い
う
も
の
の
、
従
来
、
彼
等
が
受
け
て
い
た
晒
規
や
耗
羨
の
額
に
比
べ
る
と
、
寅
際
に
は
六
七
分
の
一
に
も
減
額
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
養

廉
銀
制
定
の
嘗
初
、
官
僚
が
い
ろ
い
ろ
の
理
由
を
つ
け
て
反
封
し
た
の
は
、
一
つ
に
は
こ
こ
に
原
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
官
僚
の
反
封
も
薙

正
帝
の
在
位
中
は
、
務
正
帝
の
権
威
に
惰
伏
し
て
あ
ま
り
表
面
化
せ
ず
、
養
廉
銀
の
制
度
は
、
と
も
か
く
次
第
に
全
園
的
に
賞
施
さ
れ
、

そ
の



支
織
艦
睡
も
戸
地
方
正
官
か
ら
佐
蔵
・
雑
職
官
に
ま
で
及
び
、
つ
い
に
は
中
央
政
府
の
官
に
ま
で
接
犬
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景

に
は
国
文
鏡
・
諾
眠
等
の
如
く
、
養
廉
銀
の
賓
施
に
劃
し
て
熱
心
に
取
組
ん
だ
官
僚
の
い
た
こ
と
も
事
責
で
あ
る
。
こ
う
し
て
養
廉
銀
制
度
の

貧
施
に
よ
り
、
薙
正
時
代
、
官
国
々
が
あ
る
程
度
粛
清
さ
れ
、
地
方
政
治
が
か
な
り
園
滑
に
う
ま
く
運
営
さ
れ
た
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

L、。
と
こ
ろ
が
、
次
の
乾
隆
時
代
に
う
つ
る
と
、
君
主
猫
裁
樺
の
弱
瞳
化
と
と
も
に
、
養
廉
銀
の
制
度
は
、
薙
正
時
代
に
お
け
る
職
階
制
的
な
意

味
を
失
い
、
固
定
化
し
て
皐
な
る
増
俸
と
い
う
意
味
し
か
も
た
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
摺
伏
し
て
い
た
官
僚
が
'
次
第
に
そ
の
本

性
を
あ
ら
わ
し
げ
養
廉
銀
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
人
民
に
劃
し
て
加
涯
を
行
な
い
晒
規
を
要
求
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
ρ

も
っ
と
も
、
落
正
時
代
に
お
い
て
も
、
な
お
養
廉
銀
の
ほ
か
に
隔
規
が
行
わ
れ
て
い
た
。
議
旨

(
4
m
a
)
寝
間
正
三
年
入
月
初
三
日
、
署
理

貴
州
巡
撫
・
威
寧
糟
兵
官
石
艦
暗
の
上
奏
中
に

地
方
晒
規
。
向
因
養
廉
不
敷
。
籍
口
涯
取
一
。
喝
民
苗
之
脂
膏
以
供
費
用
。
甚
属
苦
累
。

と
あ
り
、
貴
州
省
で
は
養
廉
が
足
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
籍
口
し
て
、
民
苗
か
ら
晒
規
を
徴
取
し
て
い
る
。
議
旨
(
必
訂
b
〉
落
正
三
年
正
月
二

十
六
日
、
雲
貴
総
督
高
其
俸
の
上
奏
中
に
も

艶
省
鏡
糧
。
額
寡
耗
羨
無
幾
。
或
以
養
廉
不
足
。
加
涯
民
苗
。
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と
あ
り
、
貴
州
省
で
は
地
丁
鐘
糧
が
少
な
く
、
従
っ
て
耗
羨
も
僅
か
し
か
な
く
、
養
廉
が
足
ら
ぬ
た
め
、
民
苗
に
加
涯
を
行
な
っ
て
い
る
と
、

同
じ
こ
と
を
俸
え
て
い
る
。

養
廉
の
不
足
を
か
こ
ち
、
増
額
を
要
求
す
る
傾
向
は
乾
隆
時
代
に
入
る
と
目
立
っ
て
多
く
な
る
。
清
高
宗
貫
録
各
六
九
、
乾
隆
三
年
五
月
の

僚
に

383 

安
徽
巡
撫
今
陸
刑
部
侍
郎
越
園
麟
奏
。
前
任
撫
臣
程
元
章
。
園
地
方
公
事
繁
多
。
養
廉
不
敷
耕
理
。
奏
請
賂
蕪
湖
・
正
陽
二
開
。
書
役
飯

食
及
一
切
浮
費
裁
減
節
存
之
項
。
解
貯
安
慶
府
庫
。
篤
巡
撫
街
門
耕
公
之
用
。
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と
あ
り
、
安
徽
巡
撫
程
元
章
は
地
方
公
事
が
繁
多
で
、
養
廉
で
耕
理
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
い
う
理
由
で
増
額
を
上
請
し
、

み
と
め
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
同
書
巻
九
五
、
乾
隆
四
年
六
月
の
僚
に
は

又
奏
。
巡
撫
養
廉
不
敷
緋
公
。
請
照
替
臣
街
門
。
男
給
公
費
之
例
減
牢
。
毎
年
賞
給
公
費
銀
二
千
雨
。
得
旨
。
此
在
汝
可
耳
。
著
照
所
請

行。

と
あ
り
、
貴
州
巡
撫
の
養
廉
が
足
ら
ぬ
た
め
、

公
費
銀
二
千
雨
の
増
加
を
請
い
許
さ
れ
て
い
る
。
養
廉
銀
の
増
額
は
総
督
や
巡
撫
だ
け
で
な

く
、
州
賑
官
も
同
様
で
あ
る
。
同
書
巻
四
六
九
、
乾
隆
十
九
年
七
月
の
僚
に

湖
北
巡
撫
張
若
震
奏
。
湖
北
原
定
養
廉
六
百
雨
之
州
豚
。
内
遠
安
:
:
:
嘗
陽
等
十
五
州
豚
。
地
要
事
繁
。
貫
不
敷
用
。
薩
各
増
銀
二
百
雨
。

と
あ
り
、
湖
北
遼
安
等
十
五
州
鯨
の
養
際
六
百
南
を
八
百
雨
に
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
同
書
巻
二
三
七
、
乾
隆
十
年
三
月
葵
巳
の
僚
に
も

培
農
西
同
知
・
遁
剣
及
州
豚
各
官
養
様
。

と
あ
り
、
贋
西
省
の
同
知
・
通
剣
・
州
豚
各
官
の
養
廉
を
増
額
し
て
い
る
。

か
よ
う
に
養
廉
の
増
額
が
流
行
す
る
と
、
そ
れ
に
つ
け
こ
ん
で
、
諸
種
の
不
正
が
行
わ
れ
る
。
同
書
各
入
四
九
、
乾
隆
三
十
四
年
十
二
月
丙
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子
の
僚
に

又
議
。
接
暗
寧
阿
奏
。
盤
査
司
庫
雑
項
銀
雨
。
有
前
撫
良
卿
。
長
支
本
年
冬
季
養
廉
銀
九
百
九
十
徐
雨
。
係
原
任
布
政
使
張
逢
尭
経
放
。

請
絡
張
逢
完
交
部
巌
加
議
慮
。
其
良
卿
藻
支
銀
雨
。
並
於
張
逢
尭
名
下
勤
令
遁
賠
。

と
見
え
、
貴
州
布
政
使
張
塗
莞
は
巡
撫
良
卿
の
た
め
養
廉
銀
を
長
支
し
て
い
る
。
長
支
と
は
後
で
猿
支
と
い
い
か
え
て
い
る
か
ら
、
将
来
、
支

給
す
べ
き
養
廉
銀
を
あ
ら
か
じ
め
支
給
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
違
法
で
あ
り
、
張
逢
莞
に
遁
賠
を
命
じ
て
い
る
。
巡
撫
良
卿
は

た
び
た
び
養
廉
銀
の
諜
支
を
布
政
使
に
要
請
し
た
ら
し
く
、
同
書
に
は

叉
良
卿
向
有
議
支
三
十
五
年
春
季
養
廉
銀
八
百
雨
。
高
積
署
布
政
使
時
。
長
支
養
廉
銀
七
百
八
十
絵
雨
。
皆
係
高
積
経
放
。

と
あ
り
、
署
布
政
使
高
積
か
ら
も
養
一
廉
銀
の
議
支
を
う
け
て
い
る
。
同
書
誌
旨
に
は
、
こ
れ
に
緩
い
て



各
省
養
廉
。
例
鷹
按
季
支
放
。
今
臥
斡
省
既
者
選
東
定
事
。
恐
他
省
似
此
者
。
亦
所
不
兎
。
著
再
申
議
各
督
撫
藩
司
。
嗣
後
無
論
大
小
等
官

養
廉
。
-
概
不
准
港
支
。
其
藩
司
自
支
養
廉
q

並
終
支
用
日
期
。
報
明
督
撫
存
案
。
如
有
故
違
諜
支
者
、
該
督
撫
即
行
参
究
遁
賠
。

と
あ
り
、
養
廉
銀
の
支
給
は
毎
年
四
季
に
行
な
う
の
が
規
定
で
あ
る
。
然
る
に
貴
州
省
で
透
支
(
預
支
〉
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
各
省
で
も
行

わ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
各
督
撫
藩
司
は
、
大
小
官
の
養
廉
に
論
な
く
、
一
切
の
透
支
を
禁
止
せ
よ
。
藩
司
は
支
給
し
た
養
廉
の
日
期
を
督

撫
に
報
告
せ
よ
。
督
撫
は
も
し
議
支
あ
る
時
に
は
、
考
究
遁
賠
を
行
な
え
と
、
厳
重
な
命
令
を
下
し
て
い
る
。
最
後
に
識
旨
は

所
有
伊
鰹
放
之
良
卿
諜
支
養
廉
及
伊
借
支
養
廉
共
一
千
九
百
二
十
徐
雨
。
均
著
落
張
逢
桑
名
下
。
十
倍
賠
級
。
以
一
郡
懲
倣
。

と
い
い
、
布
政
使
張
逢
尭
が
巡
撫
良
卿
に
諜
支
も
し
く
は
借
支
し
た
養
廉
銀
一
千
九
百
二
十
能
南
は
、
そ
の
十
倍
を
彼
か
ら
賠
級
さ
せ
て
懲
倣

を
示
せ
よ
、
と
命
じ
て
い
る
。
と
も
か
く
、
こ
う
い
う
巌
識
が
下
さ
れ
た
こ
と
は
、
養
廉
銀
の
諜
支
や
借
支
が
相
嘗
康
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
す
誼
左
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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そ
れ
で
は
何
故
こ
の
よ
う
な
不
正
が
流
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
薙
正
時
代
の
反
動
と
し
て
、
乾
隆
帝
が

t

官
僚
に
劃
す
る
取
締
り
を

弛
め
、
綱
紀
が
漸
く
ゆ
る
ん
で
来
た
こ
と
が
一
つ
の
大
き
な
原
因
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
物
債
が
騰
貴
し
、
支
給
さ
れ
た
養
廉
銀
で
は
生

計
を
支
え
き
れ
ず
、
公
務
を
逢
行
す
る
こ
と
が
む
つ
か
し
く
な
っ
た
こ
と
が
、
大
き
な
原
因
の
よ
う
で
あ
る
。
皇
朝
経
世
文
編
巻
三
九
、
楊
錫

紋
「
陳
明
米
貴
之
由
疏
」
(
乾
隆
十
三
年
)
に

臣
生
長
郷
村
。
世
勤
耕
作
。
見
康
照
年
問
。
稲
穀
登
場
之
時
。
毎
石
不
過
二
三
銭
。
薙
正
年
問
。
則
需
四
五
銭
。
無
復
二
三
銭
之
債
。
今

則
必
需
五
六
銭
。
無
復
三
四
銭
之
債
。

と
見
え
る
。
楊
錫
紋
は
江
西
省
清
江
の
人
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
清
江
で
は
康
照
年
間
、
米
は
毎
石
二
三
銭
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、

-務
正
年
聞

に
は
四
五
銭
と
な
り
、
乾
隆
十
三
年
に
は
五
六
銭
に
も
な
り
、
二
三
倍
に
は
ね
上
っ
て
い
る
。
乾
隆
時
代
で
も
前
期
と
後
期
と
で
は
、
物
債
に

大
き
な
聞
き
が
で
き
て
い
る
。
乾
隆
五
十
八
年
に
撰
せ
ら
れ
た
洪
亮
吉
の
巷
施
閣
文
甲
集
巻
一
「
生
計
篇
」
に
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

五
十
年
以
前
、
わ
が
祖
父
や
父
の
時
に
は
、
米
一
升
は
六
七
文
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
布
一
丈
は
三
四
十
文
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
聞
い

385 
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て
い
る
。
今
は
米
一
升
三
四
十
文
、
布
は
一
一
一
百
文
に
も
上
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
乾
隆
末
年
に
は
、
米
は
乾
隆
初
期
の
五
六
倍
、
布
は
三
五
倍
に
も
騰
貴
し
て
い
る
。
団
地
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
楊
錫
紋
の
上
疏
の

中
に
、
さ
き
ご
ろ
毎
畝
て
二
雨
の
も
の
は
乾
隆
十
三
年
に
は
七
、
八
南
に
な
り
、
さ
き
ご
ろ
七
、
入
南
の
も
の
は
、
二
十
除
雨
に
至
っ
て
い

る
と
見
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
乾
隆
時
代
に
は
、
物
慣
が
相
首
大
幅
に
上
昇
し
て
い
る
。
こ
れ
は
卒
和
が
繕
績
し
、
人
口
が
増
加
し
て
需
要

が
増
大
し
た
こ
と
も
一
つ
の
原
因
で
あ
る
が
、
一
方
多
量
の
銀
が
外
園
か
ら
流
入
し
、
中
圏
内
の
銀
の
存
在
量
が
急
増
し
た
こ
と
が
一
つ
の
大

@
 

き
な
原
因
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
物
債
の
上
昇
は
以
後
の
時
代
も
緩
い
て
い
る
。
羊
債
等
も
康
照
時
代
に
は
一
匹
一
銭
八
分
で
あ
っ
た
が
、
清

末
、
道
光
・
威
塑
の
頃
に
は
六
倍
に
な
り
、
大
工
左
官
等
の
工
賃
も
、
清
初
に
は
一
日
二
十
八
文
で
あ
っ
た
も
の
が
、
道
光
の
初
め
に
は
八
十

四
文
、
三
倍
に
騰
貴
し
、
威
堕
・
同
治
に
は
二
百
二
十
文
、
清
初
の
八
倍
に
も
な
っ
て
い
る
ゆ

と
も
か
く
、
清
朝
も
乾
隆
以
後
は
、
と
く
に
物
債
の
騰
貴
が
甚
だ
し
く
、
清
朝
末
期
に
は
、
物
債
は
潅
正
時
代
の
数
倍
に
上
昇
し
て
レ
た
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
養
廉
銀
は
俸
給
と
同
じ
く
、

一
度
固
定
化
す
る
と
、
殆
ん
ど
増
額
が
な
い
。

」
こ
か
ら
養
廉
銀
が
本
来
の
機
能
を
果
た
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す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
清
末
に
な
る
と
、
財
政
の
不
如
意
か
ら
、
こ
の
養
廉
銀
さ
え
、
支
給
を
停
止
さ
れ
た
り
、
減
額
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文
宗
寅
録

巻
八
五
、
威
盟
三
年
二
月
戊
子
の
僚
に

先
是
太
僕
寺
卿
李
維
翰
。
奏
請
暫
停
養
廉
以
充
軍
的
。
命
軍
機
大
臣
等
。
曾
同
該
部
議
奏
。
至
是
議
上
。
武
職
自
三
品
以
上
停
給
二
成
。

文
職
自
一
品
至
七
品
暫
給
廉
銀
六
成
。
八
口
間
以
下
菟
其
停
相
。
令
各
該
省
藩
司
町
駅
明
数
目
。
提
出
見
存
。
由
督
撫
専
摺
奏

此
項
銀
雨
。

報
。
聴
候
援
用
。
侠
軍
務
告
竣
。
伺
復
蓄
額
。
従
之
。

と
あ
り
、
太
卒
天
国
の
蹴
に
軍
需
費
が
念
を
告
げ
た
た
め
に
、
武
官
は
三
品
以
上
、
二
割
を
停
給
し
、

文
官
は
一
回
聞
か
ら
七
品
に
至
る
ま
で
、

四
割
を
停
給
し
て
軍
制
に
あ
て
て
い
る
。
軍
務
が
終
了
し
て
か
ら
蓄
に
復
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

養
廉
の
停
給
は
相
嘗
、
長
く
縫
績
し
た
ら
し
く
、
穆
宗
寅
録
巻
二
ニ
、
同
治
元
年
二
月
辛
丑
の
僚
に
、
前
任
順
天
府
予
蒋
埼
齢
、
が
、
一詔
に
塵



じ
て
十
二
策
を
敬
陳
し
て
い
る
。
そ
の
一
節
に

我
朝
優
瞳
臣
工
。
於
俸
緑
之
外
。
復
給
養
廉
。
顧
名
思
義
。
畳
宜
裁
撤
。
即
使
摘
擁
減
折
。
究
属
有
勝
於
無
。

と
見
え
、
養
廉
銀
の
裁
撤
を
思
い
止
る
よ
う
上
請
し
て
い
る
。
こ
れ
に
封
し

該
府
予
所
奏
。
殊
於
政
韓
有
硬
。
断
不
可
行
。

該
府
予
の
い
う
と
こ
ろ
は
、
政
睦
に
障
害
が
あ
る
か
ら
行
な
う
べ
か
ら
ず
と
い
う
識
旨
を
下
し
て
い
る
か
ら
、
養
廉
銀
の
停
給
は
同
治
時
代
に

入
っ
て
も
、
な
お
緩
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
書
巻
四

O
、
同
治
元
年
闇
八
月
甲
午
の
僚
の
上
誌
の
中
に

近
日
雨
江
纏
督
曾
園
藩
・
江
西
巡
撫
沈
藻
横
。
請
裁
革
江
西
離
拘
各
款
。
以
清
弊
滅
。

と
見
え
。
南
江
組
督
曾
園
藩
・
江
西
巡
撫
沈
藻
禎
が
江
西
省
の
養
廉
を
始
め
、
そ
の
他
の
擁
如
を
停
止
し
て
ほ
し
い
と
上
奏
し
て
い
る
。

に
制
到
し
、
論
旨
は
い
か
に
す
べ
き
か
を
酌
量
し
、
安
議
具
奏
せ
よ
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
養
廉
銀
の
停
給
は
間
も
な
く
停
止
さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
太
卒
天
国
の
範
も
漸
く
終
末
に
近
づ
き
、
軍
需
費
の
必
要
が
緩
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
威
豊
三
年
か
ら
十
年
間
、
官
僚
の

養
廉
銀
の
停
給
は
地
方
政
治
の
運
営
に
大
き
な
障
碍
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
疑
な
い
。
こ
う
し
て
薙
正
帝
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
餐
廉
銀
制
度

も
、
物
債
の
上
昇
と
、
財
政
の
緊
迫
、
綱
紀
の
腐
敗
か
ら
清
末
に
は
そ
の
機
能
を
護
揮
す
る
こ
と
が
で
き
ず
形
骸
化
し
、
地
方
政
治
は
混
蹴
し

て
清
朝
の
衰
亡
を
早
め
て
行
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
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註@
安
部
健
夫
「
耗
羨
提
解
の
研
究
」

史
の
研
究
』
所
収
〉
。

@
拙
稿
「
清
代
案
正
朝
に
お
け
る
養
廉
銀
の
研
究
」
第
三
章
第
一
節
b
。

@
岩
見
宏
「
薙
正
時
代
の
公
費
に
閲
す
る
一
考
察
L

、
東
洋
史
研
究
一
五
、

四。
@
本
稿
第
三
章
第
三
節
C

「
堕
規
・
茶
規
」
参
照
。

(
東
洋
史
研
究
一
六
、
四
・
『
清
朝

⑧
拙
著
「
清
代
堕
政
の
研
究
」
第
五
章
第
三
節
「
官
僚
膏
吏
の
需
索
」

@
拙
稿
寸
清
代
草
食
廉
銀
の
濠
借
に
つ
い
て
」
(
東
方
事
三

0
・
『中
園
史

研
究
』
第
二
、
所
峻
〉
。

@
武
官
に
は
文
官
の
よ
う
な
養
康
銀
が
な
い
の
で
武
官
は
軍
隊
の
定
員
の

給
料
を
う
け
な
が
ら
、
定
員
中
の
若
干
を
空
席
の
ま
ま
に
し
、
そ
こ
か
ら

浮
い
た
費
用
を
空
糧
と
稽
し
、
そ
の
日
用
も
し
く
は
公
務
の
用
に
使
用
し

た
。
空
糧
は
馬
糧
と
歩
糧
と
に
分
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
ま
た
親
了
名
糧
、
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略
し
て
名
糧
と
も
い
わ
れ
た
。

@

同

⑧

@

論

旨

(
m
M
泊

b
)
河
東
総
督
回
文
鏡
、
薙
正
七
年
五
月
初
四
日
篠
。

@
宮
崎
市
定
「
清
代
の
脅
吏
と
幕
友
1

特
に
液
正
朝
を
中
心
と
し
て
|
」

(
東
洋
史
研
究
二
ハ
、
四
)

@

同

前

@

同

@

⑧
拙
稿
「
清
代
の
奏
鈴
制
度
」
ハ
東
洋
史
研
究
二
二
、
三
・
『
中
園
史
研

究
』
第
二
、
所
牧
)
。

@
全
漢
昇
「
美
洲
白
銀
奥
十
八
世
紀
中
園
物
償
革
命
的
関
係
」
〈
歴
史
語

言
研
究
所
集
刊
二
八
)
。

@
内
藤
虎
次
郎
「
清
朝
史
通
論
」
内
「
清
朝
一
衰
亡
論
」
三
七
八
頁
。

〈
昭
和
四
十
六
年
九
月
二
日
稿
了
〉

東

右
響 の。 本書

書究叢洋書

1 
中

望御希
い禽祉 になお
て 収 ど よ

園
考察を ほに及 に めた 号表に車 そ和昭 干リ

の
史

者京E 
方 加しそ文-aa問h し三 A 一十

東都尽 市
t主

毛主事iE吉正
5 

研 戸

本 字リ 之

藍替 洋大空左産
舎 い響いか

究ま る。 て二ら 本 一
で と 、 十 四

文

込御申
にく 者著二篇年五 七 第

京都 史研 部皐内 吉本町岡
五 一

経済界 迫はをま 佐 一
す及濁裁輯録十で 定債 八頁み 伯

下
や僚官 るとと 君檎主 たし ー年間

七ー究
さ 四索
し、

にもの論文集 に
千引 富一 八七

会曾 奥え に、愛遂 で箸者台、 百五 著

た濁とあ 国頁
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